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2020年6月24日（水曜日）
午後5時まで

富山市牛島町１５番１号
北電ビル ２階大ホール

2020年6月25日（木曜日）
午前10時

証券コード ９５０５

〈新型コロナウイルス感染症への対応について〉
　・感染リスクを避けるため，本株主総会につきましては，極力，書面またはインターネットにより事前
の議決権行使をいただき，株主さまの健康状態にかかわらず，株主総会当日のご来場をお控えい
ただくようお願い申しあげます。

　・マスクを着用されない方，発熱があると認められる方，体調不良と思われる方はご入場をご遠慮
いただきます。

　・本株主総会は，感染拡大防止のため，議場における報告事項や議案の詳細な説明を省略させて
いただくなどにより，開催時間を短縮させていただきます。

　・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により対応を変更する場合がござ
います。インターネット上の当社ホームページ（http://www.rikuden.co.jp/）より，発信情報
をご確認くださいますよう，あわせてお願い申しあげます。

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産の配布はございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

http://www.rikuden.co.jp/
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（証券コード９５０５）

２０２０年６月４日

株　主　各　位
富 山 市 牛 島 町 １５ 番 １ 号

北陸電力株式会社
代表取締役会長　久　和　　　進

第９６回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて，第９６回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので，ご通知申しあげます。
　近時，新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く
要請される事態に至っております。株主の皆さまにおかれましては，外出自粛が強く要
請されている状況にも鑑み，感染拡大防止の観点から，本株主総会につきましては，極力，
書面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき，株主さまの健康状態に
かかわらず，株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。
　お手数ながら，後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして，以下のいずれか
の方法により，２０２０年６月２４日（水曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますよう
お願い申しあげます。

［書面による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ，上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　３頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」を必ずご確認のうえ，上記の行使
期限までに各議案に対する賛否をご入力ください。
　なお，書面とインターネットにより，二重に議決権を行使された場合は，インターネッ
トによるものを有効な議決権行使とし，インターネットによって複数回数にわたり議決権
を行使された場合は，最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

敬　具　
記

１．　日　　　時　　２０２０年６月２５日（木曜日）午前１０時
２．　場　　　所　　富山市牛島町１５番１号

　　北電ビル　２階大ホール
　　　　　　　　　　�　本年は，感染拡大防止のため，座席の間隔を拡げることから，ご

用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため，当日
ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。あらかじ
めご了承のほど，よろしくお願い申しあげます。

　当日ご出席の際は，お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
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３．　会議の目的事項
　　報 告 事 項　　１．�第９６期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）事業報告，連結計算書類ならびに会計監

査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　　　　　　　　２．第９６期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）計算書類報告の件
　　決 議 事 項
　　　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
　　　　第１号議案　剰余金処分の件
　　　　第２号議案　定款一部変更の件
　　　　第３号議案　取締役１１名選任の件
　　　　第４号議案　監査役５名選任の件
　　　＜株主提案（第５号議案から第１０号議案まで）＞
　　　　第５号議案　定款一部変更の件（１）
　　　　第６号議案　定款一部変更の件（２）
　　　　第７号議案　定款一部変更の件（３）
　　　　第８号議案　定款一部変更の件（４）
　　　　第９号議案　定款一部変更の件（５）
　　　　第１０号議案　定款一部変更の件（６）
　　　�上記各号議案の内容等は，後記の「株主総会参考書類」に記載してあります。

　　　　以　上　
〈株主さまへのお願い〉
�・�会場受付付近で，株主さまのためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主
さまは，マスクの持参・着用をお願い申しあげます。マスクを着用されない株主さまは
ご入場をご遠慮いただきます。
�・�会場受付付近で検温をさせていただき，発熱があると認められる方，体調不良と思われ
る方はご入場をご遠慮いただきます。
�・�株主総会の運営スタッフは，体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
�・�本株主総会においては，新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観
点から，議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の詳細な説明は省略
させていただきます。株主さまにおかれましては，事前に招集通知にお目通しいただけ
ますようお願い申しあげます。
�・�株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場
合がございます。インターネット上の当社ホームページ（http://www.rikuden.co.jp/）
より，発信情報をご確認くださいますよう，あわせてお願い申しあげます。

株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は，インターネット上の当社
ホームページ（http : //www. rikuden. co. jp/）に掲載してお知らせいたします。（ ）
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インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は，次の事項をご確認のうえ，ご行使
くださいますようお願い申しあげます。

１．議決権行使の方法について

�⑴�パソコンまたは携帯電話をご利用の方
　�　以下のウェブサイトにアクセスいただき，同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権
行使コード」および「パスワード」をご入力のうえ，画面の案内にしたがって，各議案
に対する賛否をご入力ください。

【議決権行使ウェブサイトURL】　https : //www. web54. net

�⑵�スマートフォンをご利用の方
　�　同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インＱＲコード」を読み取りいただき，画面の案内にしたがって，各議案に対する賛否
をご入力ください。（「議決権行使コード」および「パスワード」のご入力は不要です。）
　�　なお，一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には，再度ＱＲコードを
読み取り，議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご入力いただく必要があります。

２．議決権行使に関する注意事項について

� ⑴� インターネットによる議決権行使は，２０２０年６月２４日（水曜日）午後５時まで受付
いたしますが，議決権行使結果の集計の都合上，お早めにご行使くださいますよう
お願いいたします。
� ⑵� 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信
事業者への通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。
� ⑶� パソコン，携帯電話またはスマートフォンのインターネットのご利用環境によって
は，議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては，以下にお問い合わせ
くださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート
（専用ダイヤル）　 ®０１２０−６５２−０３１（午前９時〜午後９時）

https://www.web54.net
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

　　第１号議案から第４号議案までは，会社提案によるものであります。

　第１号議案　剰余金処分の件

　当社は，利益配分にあたりましては，安定配当を継続し，株主の皆さまにお応えし
ていくとともに，経営基盤の安定・強化に資するため，内部留保の充実を図っていく
ことを基本方針としております。
　２０１７年度および２０１８年度におきましては，厳しい収支状況等を踏まえ，誠に遺憾な
がら，２年連続で無配とさせていただきましたが，当年度につきましては，事業報告
に記載のとおり，一定程度の利益を確保することができたことから，復配することと
いたしました。
　期末における配当金の水準につきましては，財務体質の回復を図る必要があること
を勘案し，１株につき１０円とさせていただきたいと存じます。

第９６期　期末配当に関する事項
　⑴　配当財産の種類　　金銭　　
　⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　当社普通株式１株あたりの期末配当金　　　　　　　１０円　
　　　　期末配当金総額　　　　　　　　　　　�２，０８７，７５８，７３０円　
　⑶　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　２０２０年６月２６日　
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　第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由
　�　今後の事業展開に備えるため，事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容
　　変更の内容は，次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 　 行 　 定 　 款 変　更　定　款　案

�（目的）

第�２条　本会社は，次の事業を営むことを目

的とする。

　⑴　電気事業

　⑵�　電気機械器具および蓄熱式空調設備・

給湯装置その他の電気の効率利用に資す

る設備の製造，販売，賃貸，設置，運転

および保守

　⑶　蒸気，温水，冷水等による熱供給事業

　⑷　ガス供給事業

　⑸�　情報処理サービスおよびソフトウェア

の開発ならびに電気通信事業法に定める

電気通信事業

　⑹　不動産の売買，賃貸借および管理

　⑺�　一般廃棄物，産業廃棄物の処理および

再利用ならびにその再生品の販売

　⑻�　土木建築工事の調査，設計，施工およ

び監理

　⑼�　前各号および環境保全に関するエンジ

ニアリング，コンサルティングならびに

技術ノウハウの販売

（新　設）

　⑽�　前各号に付帯関連する事業

�（目的）

第�２条　本会社は，次の事業を営むことを目

的とする。

　⑴　　　　　（現行どおり）

　⑵�　　　　　（現行どおり）

　⑶　　　　　（現行どおり）

　⑷　　　　　（現行どおり）

　⑸�　　　　　（現行どおり）

　⑹　　　　　（現行どおり）

　⑺�　　　　　（現行どおり）

　⑻�　　　　　（現行どおり）

　⑼�　　　　　（現行どおり）

　⑽　経営上必要と認める他の会社への投資

　⑾�　　　　　（現行どおり）
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　第３号議案　取締役１１名選任の件

　現任取締役１０名は，本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては，
経営諸課題を着実に推進していくため，取締役１１名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

（五十音順，※印は新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１

安
あ

　宅
たか

　建
たて

　樹
き

（１９５０年７月１３日生）

１９７３年４月　株式会社北國銀行入行
２００４年６月　同行専務取締役
２００６年６月　同行代表取締役頭取（現在に至る）
２００６年７月　�社団法人石川県銀行協会（現一般社団法人石川県

銀行協会）会長（現在に至る）
２０１４年４月　一般社団法人金沢経済同友会代表幹事
２０１６年１１月　金沢商工会議所会頭（現在に至る）
２０１７年６月　当社取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　株式会社北國銀行代表取締役頭取
　金沢商工会議所会頭
　一般社団法人石川県銀行協会会長
　澁谷工業株式会社社外監査役

３，５００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　株式会社北國銀行代表取締役頭取であり，経営に関する幅広い知識・経験を有しており，その
企業経営者としての豊富な経験や識見を客観的な立場から当社の経営に活かして頂くため，引き
続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

２

石
いし

　黒
ぐろ

　伸
のぶ

　彦
ひこ

（１９５７年７月２３日生）

１９８３年４月　当社入社
２０１２年６月　当社執行役員石川支店長
２０１５年６月　当社取締役� 常務執行役員
２０１７年６月　当社代表取締役副社長� 副社長執行役員

　（現在に至る）
　当社地域共生本部長� 原子力本部長委嘱
　（現在に至る）

２９，５６２株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８３年の入社以来，主に原子力発電関係業務に従事し，現在，代表取締役副社長� 副社長執行役
員を務めております。当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有してお
り，引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

３

※

大
おお

　西
にし

　賢
けん

　治
じ

（１９６１年３月２７日生）

１９８３年４月　当社入社
２０１３年６月　当社配電部長
２０１６年６月　当社執行役員品質管理部長
２０１８年６月　当社常務執行役員品質管理部長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　日本海発電株式会社代表取締役社長

６，９２６株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８３年の入社以来，主に配電関係業務に従事し，現在，常務執行役員品質管理部長を務めてお
ります。当社での豊富な業務経験を有し，当社および当社グループ経営全般を担う取締役として
適任であり，新たに取締役として選任をお願いするものであります。

４

金
かな

　井
い

　　　豊
ゆたか

（１９５４年１０月１９日生）

１９７７年４月　当社入社
２０１０年６月　当社常務取締役
２０１３年６月　当社代表取締役副社長
２０１５年６月　当社代表取締役社長� 社長執行役員（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　黒部川電力株式会社代表取締役

４３，３５５株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９７７年の入社以来，主に原子力発電関係業務に従事し，現在，代表取締役社長� 社長執行役員を
務めております。当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有しており，
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

５

川
かわ

　田
だ

　達
たつ

　男
お

（１９４０年１月２７日生）

１９６２年３月　福井精練加工株式会社（現セーレン株式会社）入社
１９８５年８月　セーレン株式会社常務取締役
１９８７年８月　同社代表取締役社長
２００３年６月　同社代表取締役社長兼最高執行責任者
２００５年１０月　�同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼最高経営

責任者
２００６年６月　福井県経営者協会会長
２００８年６月　当社監査役
２００９年３月　福井商工会議所会頭
２０１１年６月　�セーレン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高執

行責任者兼最高経営責任者
２０１４年６月　同社代表取締役会長兼最高経営責任者

　（現在に至る）
２０１５年６月　当社取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
　KBセーレン株式会社代表取締役会長
　Seiren U.S.A. Corporation取締役会長
　ダイキン工業株式会社社外取締役
　株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）
　富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役

３１，９００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり，経営に関する幅広い知識・経験を
有しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を客観的な立場から当社の経営に活かし
て頂くため，引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

６

久
きゅう

　和
わ

　　　進
すすむ

（１９４９年６月２２日生）

１９７２年４月　当社入社
２００３年６月　当社取締役
２００４年６月　当社常務取締役
２００７年６月　当社代表取締役副社長
２０１０年４月　当社代表取締役社長
２０１５年６月　当社代表取締役会長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北陸経済連合会会長
　一般財団法人北陸産業活性化センター会長
　呉羽観光株式会社代表取締役社長
　とやま医療健康システム株式会社代表取締役社長
　株式会社カターレ富山代表取締役会長

８８，３０４株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９７２年の入社以来，主に電力流通関係業務に従事し，現在，代表取締役会長を務めております。
当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有しており，引き続き取締役と
して選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

７

塩
しお

　谷
たに

　誓
せい

　勝
しょう

（１９６０年４月１３日生）

１９８３年４月　当社入社
２０１４年６月　当社火力部長
２０１６年６月　当社執行役員火力部長
２０１８年６月　当社取締役� 常務執行役員（現在に至る）

４，６３４株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８３年の入社以来，主に火力発電関係業務に従事し，現在，取締役� 常務執行役員を務めており
ます。当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有しており，引き続き取
締役として選任をお願いするものであります。

８

髙
たか

　木
ぎ

　繁
しげ

　雄
お

（１９４８年４月２日生）

１９７１年４月　株式会社北陸銀行入行
１９９８年６月　同行取締役
２００２年６月　同行代表取締役頭取
２００２年７月　�社団法人富山県銀行協会（現一般社団法人富山県

銀行協会）会長
２００３年９月　�株式会社ほくぎんフィナンシャルグループ（現株

式会社ほくほくフィナンシャルグループ）代表取
締役社長

２００９年４月　富山経済同友会代表幹事
２０１３年６月　株式会社北陸銀行特別顧問
２０１３年１１月　富山商工会議所会頭（現在に至る）
２０１４年６月　当社監査役
２０１５年６月　当社取締役（現在に至る）
２０１６年７月　株式会社北陸銀行特別参与（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山商工会議所会頭
　日医工株式会社社外取締役
　セーレン株式会社社外監査役
　川田テクノロジーズ株式会社社外監査役

１５，０００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　株式会社ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長および株式会社北陸銀行代表取締役
頭取を経験されるなど，経営に関する幅広い知識・経験を有しており，その企業経営者としての
豊富な経験や識見を客観的な立場から当社の経営に活かして頂くため，引き続き社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。

９

※

平
ひら

　田
た

　　　亙
わたる

（１９６２年６月２２日生）

１９８６年４月　当社入社
２０１２年７月　当社経営企画部（副部長）（経営企画担当）
２０１４年６月　当社経営企画部部長
２０１８年６月　当社執行役員経営企画部長（現在に至る）

３，８００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８６年の入社以来，主に経営企画関係業務に従事し，現在，執行役員経営企画部長を務めてお
ります。当社での豊富な業務経験を有し，当社および当社グループ経営全般を担う取締役として
適任であり，新たに取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１０

松
まつ

　田
だ

　光
こう

　司
じ

（１９６２年１１月１１日生）

１９８５年４月　当社入社
２０１５年７月　当社エネルギー営業部長
２０１６年６月　当社執行役員営業本部エネルギー営業部長
２０１８年６月　当社執行役員石川支店長
２０１９年６月　当社取締役� 常務執行役員（現在に至る）

２５，３００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８５年の入社以来，主に営業関係業務に従事し，現在，取締役�常務執行役員を務めております。
当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有しており，引き続き取締役と
して選任をお願いするものであります。

１１

水
みず

　谷
たに

　和
かず

　久
ひさ

（１９６１年６月１２日生）

１９８４年４月　当社入社
２０１３年６月　当社総務部長
２０１５年６月　当社執行役員石川支店長
２０１８年６月　当社取締役� 常務執行役員（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北電パートナーサービス株式会社代表取締役社長
　北陸電力ウィズスマイル株式会社代表取締役社長

５，８００株

＜取締役候補者の選任理由＞
　１９８４年の入社以来，主に法務関係業務に従事し，現在，取締役�常務執行役員を務めております。
当社での豊富な業務経験と当社グループ経営全般に関する知見を有しており，引き続き取締役と
して選任をお願いするものであります。

（注）　１　�安宅建樹，川田達男および髙木繁雄の各氏は，社外取締役候補者であります。
　２　�安宅建樹，川田達男および髙木繁雄の各氏につきましては，株式会社東京証券取引所

が定める独立役員として指定し，届け出ております。
　３　�安宅建樹，川田達男および髙木繁雄の各氏は，現在，当社の社外取締役であり，就任

してからの年数は，本総会終結の時をもって，川田達男および髙木繁雄の両氏は５年，
安宅建樹氏は３年であります。なお，川田達男および髙木繁雄の両氏は，過去，当社
の社外監査役でありました。

　４　�当社は，安宅建樹，川田達男および髙木繁雄の各氏との間で，会社法第４２３条第１項
に関する取締役の責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しており，各氏の
選任が承認可決された場合には，当該契約を継続する予定であります。
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　第４号議案　監査役５名選任の件

　現任監査役５名は，本総会終結の時をもって任期満了となりますので，監査役５名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　監査役候補者は次のとおりであります。
　なお，本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

（五十音順，※印は新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴， 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株式の数

１

秋
あき

　庭
ば

　悦
えつ

　子
こ

（１９４８年７月１０日生）

１９７１年４月　日本航空株式会社入社
１９８９年７月　電気事業連合会広報部
１９９６年４月　日本電信電話株式会社関東支社広報部
１９９９年６月　�社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ

ント協会（現公益社団法人日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・相談員協会）理事

２００３年５月　�特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム
理事長

２０１０年１月　内閣府原子力委員会委員
２０１４年５月　�特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム

理事長　再就任（現在に至る）
２０１５年６月　当社監査役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム理事長

５，２００株

＜監査役候補者の選任理由＞
　社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事や内閣府原子力委員会委員を務
めるなど，その経歴を通じて培った専門的な知識と幅広い経験を有しており，消費生活やエネル
ギー・環境に関する専門家としての豊富な経験や識見を活かして，客観的な立場から監査をして
頂くため，引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
　同氏は，これまで直接会社の経営に関与したことはありませんが，上記のとおり，社外監査役
としての職務を適切に遂行することができるものと判断したものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴， 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株式の数

２

伊
い

　東
とう

　忠
ただ

　昭
あき

（１９４９年２月１６日生）

１９７１年４月　株式会社福井銀行入行
２００８年６月　同行取締役兼代表執行役専務
２０１０年３月　同行取締役兼代表執行役頭取
２０１０年３月　一般社団法人福井県銀行協会会長
２０１５年６月　株式会社福井銀行取締役会長
２０１５年６月　当社監査役（現在に至る）
２０１９年６月　株式会社福井銀行顧問（現在に至る）
２０１９年１１月　福井商工会議所会頭（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　福井商工会議所会頭

７，９００株

＜監査役候補者の選任理由＞
　株式会社福井銀行取締役兼代表執行役頭取を経験されるなど，経営に関する幅広い知識・経験
を有しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を活かして，客観的な立場から監査を
して頂くため，引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

３

※

江
え

　田
だ

　明
あき

　孝
たか

（１９６３年３月２２日生）

１９８５年４月　当社入社
２０１４年７月　当社七尾大田火力発電所長
２０１５年６月　当社環境部長
２０１８年６月　当社執行役員環境部長（現在に至る）

９，８００株

＜監査役候補者の選任理由＞
　１９８５年の入社以来，主に火力発電関係業務に従事し，現在，執行役員環境部長を務めております。
監査に必要となる当社での豊富な業務経験と火力発電・環境管理に関する知見を有し監査役とし
て適任であり，新たに監査役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴， 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株式の数

４

細
ほそ

　川
かわ

　俊
とし

　彦
ひこ

（１９４６年１月２０日生）

１９７０年４月　検事任官
１９８１年４月　大阪弁護士会登録
１９８５年４月　富山県弁護士会登録
２０００年４月　金沢大学法学部教授
２００４年４月　金沢大学法科大学院教授
２００４年４月　富山県弁護士会再登録（現在に至る）
２０１５年６月　当社監査役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　弁護士
　富山市個人情報保護審査会会長
　富山市行政不服審査会会長
　富山県個人情報保護審議会会長
　富山県都市計画審議会会長
　富山県国土利用計画審議会会長

１，５３３株

＜監査役候補者の選任理由＞
　弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており，その法律の専門家としての豊富な経
験や識見を活かして，客観的な立場から監査をして頂くため，引き続き社外監査役として選任を
お願いするものであります。
　同氏は，これまで直接会社の経営に関与したことはありませんが，上記のとおり，社外監査役
としての職務を適切に遂行することができるものと判断したものであります。

５

水
みず

　上
かみ

　靖
やす

　仁
ひと

（１９５８年１１月３０日生）

１９８１年４月　当社入社
２００９年６月　当社支配人経理部長
２０１２年６月　当社執行役員東京支社長
２０１５年６月　当社執行役員経営企画部長
２０１８年６月　当社常勤監査役（現在に至る）

１６，１００株

＜監査役候補者の選任理由＞
　１９８１年の入社以来，主に経営企画・経理関係業務に従事し，現在，常勤監査役を務めております。
当社での豊富な業務経験と財務・会計に関する知見を有しており，引き続き監査役として選任を
お願いするものであります。

（注）　１　秋庭悦子，伊東忠昭および細川俊彦の各氏は，社外監査役候補者であります。
　　　２　�秋庭悦子，伊東忠昭および細川俊彦の各氏につきましては，株式会社東京証券取引

所が定める独立役員として指定し，届け出ております。
　　　３　�秋庭悦子，伊東忠昭および細川俊彦の各氏は，現在，当社の社外監査役であり，就

任してからの年数は，各氏とも本総会終結の時をもって５年であります。
　　　４　�当社は，秋庭悦子，伊東忠昭および細川俊彦の各氏との間で，会社法第４２３条第１項

に関する監査役の責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しており，各氏
の選任が承認可決された場合には，当該契約を継続する予定であります。
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　＜株主提案（第５号議案から第１０号議案まで）＞

　　第５号議案から第１０号議案までは，株主提案によるものであります。

　　なお，提案株主（１０８名）の議決権の数は，１，２０８個であります。

　第５号議案　定款一部変更の件（１）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第７章　志賀原子力発電所の廃炉措置
　　第４４条　志賀原子力発電所は１号機，２号機ともに再稼働せず，廃炉にする。
　　第４５条�　再稼働の前提となる敷地内および周辺の地質調査は打ち切り，また，追

加の安全対策工事は行わない。
　　第４６条�　原子力規制委員会に申請中の２号機の新規制基準への適合性確認審査は

取り下げ，１号機の新規制基準への適合性確認審査は申請しない。
○提案理由
　�　志賀原発が９年以上停止しても電力供給に支障は生じていない。一方，原発の維
持管理費は発電量ゼロでも年間４００億円以上，再稼働に必要な対策工事費は少なくと
も２千億円近くかかる。２号機は６年前に原子力規制委員会に新規制基準への適合
性審査を申請したが，敷地内活断層問題で審査は難航し審査合格は危ぶまれ，再稼
働のための巨額投資は回収できない可能性がある。無理に再稼働して大事故を起こ
せば，東京電力が福島事故後いまだに実質国有化されている実態からも分かるよう
に，本会社が経営破綻するリスクは大きい。
　�　この間，RE１００（使用電力を全て再エネで賄うと宣言する世界的企業連合）に加
盟する国内企業は今年１月現在で３１社と急増し，昨年秋には国内中小企業版RE１００

も発足し，再エネ電力需要の高まりはめざましい。消費者の要望に応えるために速
やかに原発廃炉を決断し，再エネへのシフトに向けて投資を進めるべきである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　エネルギー資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用すべき
と考えております。国のエネルギー基本計画においても，原子力は「重要なベース
ロード電源」と明記されております。
　�　当社は，「低廉で良質なエネルギーを安定的にお届けする」という社会的使命を果
たすため，供給安定性，経済性に優れ，発電時にCO２を排出しないことから電力の
安定供給確保や低炭素社会を支える基盤である志賀原子力発電所の早期再稼働が最
重要課題と考えております。今後も引き続き，新規制基準への適合性確認審査に的
確に対応するとともに，安全性向上工事を着実に進め，十分な安全性を確保した上で，
地域の皆さまのご理解のもと，早期再稼働を目指してまいります。
　�　志賀原子力発電所は，当社にとって必要不可欠な電源であり，廃止措置を行う予
定はございません。

第６号議案　定款一部変更の件（２）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第８章　原子力本部の業務の抜本的見直し
　　第４７条�　本会社の原子力本部は以下の業務を行う。
　　　⑴　停止中の原子力発電所の安全管理
　　　⑵�　廃炉をより安全に進めるために必要となる具体的な工程，安全管理，労働

者被曝防止などについて，国内外の先行事例も踏まえた調査研究および実施
　　　⑶�　発電所内に保管している核燃料の安全管理。とくに使用済み核燃料の安全

管理，およびそのリスクを低減するための措置に関する調査研究
　　　⑷�　原子力防災業務（本会社の施設内だけでなく，周辺自治体の防災業務の支

援も含む。）
　　　⑸�　福島原発事故の原因究明，および事故対応，事故収束作業の実態，東京電

力の被害弁償の実態などの調査および検証，ならびにそれらの結果の公表
　　　⑹　前各号に付帯関連する業務



− 16 −

○提案理由
　�　志賀原発では原子炉建屋への雨水流入等の事故が繰り返されており，安全管理の
強化が必要である。さらに敷地内活断層だけでなく近傍の富来川南岸断層，能登半
島地震の震源断層や邑知潟断層帯等の活断層に囲まれているので，停止中でも地震
や津波による核災害の危険性は免れない。したがって廃炉作業を安全に進めるには
地震や他の自然災害との複合災害，テロ等想定外の事態にも備えることが前提とな
る。
　�　万が一，核災害が起きたら事故拡大を防ぎ速やかな収束に努めるとともに，発生
者責任の原則に基づき防災業務を担い，周辺自治体の防災業務を支援できるように
備えるべきである。
　�　福島第一原発事故後の廃炉作業はいまだ続き，損害賠償を請求する集団訴訟が各
地で継続している。廃炉作業の支援だけでなく，被害弁償の実態などの調査も今ま
で原発を推進してきた事業者としての当然の責務である。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　志賀原子力発電所は，供給安定性等の面から当社にとって必要不可欠な電源であり，
廃止措置を行う予定はなく，早期再稼働を目指してまいります。
　�　なお，発電所が停止している間も，巡視点検や機器の点検等，安全管理を確実に実
施しております。
　�　使用済燃料を含む発電所内で保管している燃料につきましては，発電所の使用済燃
料貯蔵プールにおいて適切に貯蔵・管理しております。貯蔵プールは十分な耐震性を
有するとともに，非常用電源の強化や注水手段の多様化等を図っており，現行の貯蔵
方式は十分な安全性を有しております。
　�　原子力防災につきましては，原子力事業者防災業務計画に原子力災害の発生・拡大
防止と復旧について定め，継続的に訓練を実施するなど適切に対応するとともに，自
治体主催の訓練に参加するなど周辺自治体との連携を深めております。
　�　したがいまして，あらためてご提案の規定を定款に設ける必要はないと考えてお
ります。
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第７号議案　定款一部変更の件（３）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第９章　プルトニウムの分離および利用の禁止
　　第４８条�　本会社は使用済み核燃料を直接処分し，再処理によるプルトニウム分離

は行わない。
　　第４９条　プルサーマル発電は行わない。
○提案理由
　�　国が推進しようとしている核燃料サイクル政策は，サイクルの要である高速増殖
炉もんじゅの廃炉がすでに決定し，政策そのものが破綻している。原子力規制委員
会の前委員長・田中俊一氏も月刊誌「選択」昨年１１月号で「日本の原子力政策は嘘
だらけ。最大の問題は核燃料サイクルに拘泥していること」と述べ，実用化できな
い核燃料サイクル政策は転換すべきと指摘している。
　�　再処理は経済的合理性がない上，非常に危険で環境負荷が甚大である。六ヶ所再
処理工場がフル操業すれば，海に放出されるトリチウムだけでも，一年間で福島第
一原発の汚染水中のトリチウムの１０倍以上，それに加えて大気中にも各種の放射性
物質が放出されることになるのだ。
　�　２０１０年６月，本会社は石川県と志賀町に１号機におけるプルサーマルに係る事前
了解の協議を申し入れたが，プルトニウムを利用するプルサーマルは断念し，この
申し入れを速やかに取り下げるべきである。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　国のエネルギー基本計画では，資源の有効利用，高レベル放射性廃棄物の減容化・
有害度低減等の観点から，使用済燃料を再処理し，回収されるプルトニウム等を有
効利用する原子燃料サイクルの推進が基本的方針とされ，「再処理やプルサーマル等
を推進する」旨が明記されております。
　�　また，再処理等を安定的・継続的に進めるため，再処理等拠出金法に基づき，国
の一定の関与のもと再処理等を着実に実施していくための基盤が整備されており，
当社は，国の基本方針に従い，これらを実施してまいります。
�



− 18 −

第８号議案　定款一部変更の件（４）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１０章�　情報公開の積極的な推進，および十分な情報公開に基づく双方向の対話活

動の充実
　　第５０�条　情報公開のより一層の充実に努め，とくに原子力発電についてはリスク

に関する情報も含めてより具体的に公表する。
　　　⑴　電源別の発電単価を実績値に基づき年度ごとに公表する。
　　　⑵�　使用済み核燃料再処理に係る費用，廃炉に備える積立金，原子力損害賠償・

廃炉等支援機構への一般負担金額等，将来にわたるコストも含めて具体的に
公表する。

　　　　�　とくに，安全対策工事や特定重大事故等対処施設工事等に要する費用は，
工事の進捗状況に応じて見積りの段階から具体的に公表する。　

　　　⑶�　本会社が保有している使用済み核燃料および使用済み核燃料から取り出さ
れたプルトニウムの量，また放射性廃棄物の量について，どこにどれだけ保
管されているのか等を，その管理状況も含め分かりやすく公表する。

　　　⑷　二酸化炭素排出量を公表する。
　　　⑸�　送配電網の運用状況について，電源別の供給量も含めて，リアルタイムで

きめ細かく，かつ消費者に分かりやすく情報公開する。
　　第５１条　地域社会からの信頼を取り戻すために，双方向の対話活動を充実させる。
　　　⑴�　お客様や地域の皆様等からのご意見，質問や要請などには誠意をもって対

応する。
　　　⑵�　質問や問合せに対する回答は要請があれば文書回答とし，その内容は公開

する。
　　　⑶�　原子力発電に関する一方的な安全キャンペーンや広報のあり方を見直し，

批判的な立場の有識者や市民も交えた公開シンポジウム等を企画するなど，
真に双方向の対話を目指す。

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告



− 19 −

○提案理由
　�　本年１月２３日，原子力規制委員会と本会社との意見交換会では，本会社提出資料
の「地域とのコミュニケーション」について，規制委から「御社の危機意識が不足
しているのではないか」と厳しく指摘された。それに対して金井社長は「一般的に
アンケートを取ると６割は原子力反対です。そういったことは充分承知をしており
ます」と答えた。
　�　しかし本会社は，志賀原発の安全対策工事等の具体的な費用についていまだに説
明をしていない。昨年７月に発生した志賀原発の非常用高圧電源車火災事故の際も，
市民団体が本店に申込書を提出し説明を求めたが，回答書や説明資料は一切なく，
口頭で「調査中」と言うだけだった。
　�　電力自由化の中で，消費者に選択してもらえる電力会社であり続けるには，徹底
した情報公開により事業の透明性を高めること，さらに脱原発の声をも真摯に受け
止めてお客様や地域の皆様との実質的な双方向対話活動に活かすことが求められて
いる。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社は，従来からホームページや有価証券報告書等において，電源別の発電費用，
使用済み燃料貯蔵量，放射性廃棄物の発生量・管理状況，二酸化炭素排出係数等を
開示しております。また，北陸電力送配電株式会社は，ホームページにおいて，電
力系統の利用に関する情報を開示しております。今後も，積極的な情報開示に努め
てまいります。
　�　また，説明会や見学会等を通じ，エネルギー・環境問題等について地域の皆さま
との双方向の対話活動を実施しており，今後も継続してまいります。
　�　したがいまして，あらためてご提案の規定を定款に設ける必要はないと考えてお
ります。
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第９号議案　定款一部変更の件（５）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１１章　役員報酬等の個別開示
　　第５２条�　本会社の個々の取締役および監査役，相談役，顧問等の報酬，賞与その

他の業務執行の対価として本会社から受け取る財産上の利益は，遅滞なく
公表する。

○提案理由
　�　株主は取締役に会社の経営を委任しており，取締役の重い責任とその報酬額が見
合っているか，株主が個別に判断できるようにするのは当然のことである。しかし，
取締役および監査役に対する報酬は総額しか公表されず，株主が個別に判断するこ
とは不可能となっている。報酬額は明確な基準のもとに決定されているはずであり，
取締役会には，基準の根拠を説明し，その額が適当かどうかの判断材料を株主に提
示する責務がある。監査役等についても，同様である。
　�　本会社は電力供給という極めて公共性が高い事業を営んでおり，そもそも報酬の
原資は電力料金なのだから，自治体の長や議員などの報酬額が開示されているのと
同様に，取締役等の報酬は個別開示するべきものであり，「プライバシー保護の観点
等から」という非開示の理由は不当である。

○取締役会の意見
　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。
　�　取締役および監査役の報酬限度額につきましては，それぞれ株主総会において決
議いただいており，その範囲内で，取締役については社外取締役３名と会長・社長
の５名による報酬に関する会議での審議を経て取締役会で，監査役については監査
役の協議により，各人の報酬額を決定しております。
　�　取締役賞与につきましては，各事業年度の業績等を勘案し，支給の都度，株主総
会で総額を決議いただき，取締役会で各人の賞与額を決定しております。
　�　取締役会としては，法令に基づき，経営に係るコストとして取締役および監査役
に支給される報酬等の総額を事業報告において開示しております。
　�　このような方法は，適法と認められており，一般的に広く採用されております。
　�　また，相談役，顧問等は当社業務上必要に応じて委嘱しており，報酬等は委嘱内
容に応じて適正な金額を決定しております。
　�　なお，各人の報酬額についてはプライバシー保護の観点等から開示しておりません。
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第１０号議案　定款一部変更の件（６）

○議案内容
　　第２０条および第３１条ならびに第３３条を以下のとおり変更する。
　　＊下線部は変更部分，下波線部は新設部分を示す。
　　�《現行定款》
　　　　�（員数）
　　　　第２０条　本会社に取締役１５名以内を置く。
　　　　�（相談役）
　　　　第３１条　本会社に相談役若干名を置くことができる。
　　　　２　相談役は，取締役会の決議をもって委嘱する。
　　　　�（員数）
　　　　第３３条　本会社に監査役５名以内を置く。
　　�《定款変更案》
　　　　�（員数と女性登用）
　　　　第２０条　本会社に取締役８名以内を置き，うち複数名は女性とする。
　　　　�（相談役等）
　　　　第３１条　本会社に相談役，顧問，参与等は置かない。
　　　　�（員数と女性登用等）
　　　　第３３条　本会社に監査役４名以内を置き，うち複数名は女性とする。
　　　　２　本会社の取締役を経験したものは，監査役には就任できない。
○提案理由
　�　経営環境が激変する中，取締役に求められているのは，原発再稼働に固執する硬
直した経営方針ではなく，より柔軟な経営姿勢を示すことである。また電力業界や
原子力マネーへの不信が高まっている現在，監査役には厳正な監査が求められてい
る。いま必要なのは従業員の削減ではなく，役員の削減である。
　�　本会社の女性役員は社外監査役１名のみで，昨年７月現在，管理職の女性比率は
わずか１．５％だ。昨年の株主総会で金井社長は，女性の役員登用に関する質問に「性
別にかかわらず，人物・識見・職務経験等を考慮して適切な人物を選任している」
と答弁した。これは「本会社は女性役員の比率を高める努力は一切していない」，「役
員に適切な女性は社内にも社外にもいない」と公言するに等しい。女性役員の登用
を進めるのは時代の要請であり，積極的な取り組みが求められている。
　�　加えて，責任の所在や権限が不明な相談役，顧問，参与等は廃止するべきである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社では，経営環境の変化を踏まえて，北陸電力グループ２０３０長期ビジョンおよ
び北陸電力グループ第一次中期経営計画を着実に推進していく必要があることから，
取締役および取締役の職務の遂行を監査する監査役は相応の人数が必要であると考
えております。
　�　また，当社は，男女の別なく，取締役または監査役に求められる経験や識見など
を有する適切な人物を候補者としてご提案しております。
　�　相談役，顧問，参与につきましては，それぞれ業務上の必要に応じて委嘱しており，
相談役は，現職経営層の諮問に対する助言，地域の各種団体等から要請を受けた役
職就任などの役割を，顧問は，特命事項の遂行という役割を担っております。参与
からは，当社事業の重要事項について貴重な意見をいただき，地域連携を図る一助
となっております。

以　上　
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（添付書類）

事 業 報 告

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅰ　企業集団の事業の概況

　１　事業の経過および成果
　　�　当期の我が国経済は，設備投資の増加などにより緩やかに回復していましたが，米

中貿易摩擦等を背景とした輸出や生産の低迷により，次第に弱含みとなりました。
　　�　北陸地域の経済は，設備投資および北陸新幹線による交流人口が高水準を維持した

ものの，生産活動が弱めの動きとなったことなどから，拡大の速度が一段と緩やかに
なりました。

　　�　また，足下では新型コロナウイルス感染症の影響により，我が国の景気は大幅に下
押しされ，厳しい状況にあります。

　　�　このような経済情勢の中，当年度の連結収支につきましては，売上高（営業収益）は，
小売販売電力量の減少はあるものの，卸販売電力量の増加やグループ会社の売上増加
などにより，前年度に比べ５１億円増の６，２８０億円となり，これに営業外収益を加えた
経常収益は３８億円増の６，３０３億円となりました。

　　�　経常利益は，小売販売電力量の減少や法的分離対応費用の増加などはあるものの，
石炭およびLNG火力発電所の稼働増や減価償却費の減少，グループ会社の利益増加
などにより，前年度に比べ１６５億円増の２３２億円となりました。

　　�　また，親会社株主に帰属する当期純利益は，前年度に比べ１０９億円増の１３４億円と
なりました。

　　�　事業別の業績は次のとおりであります。

　　［電気事業］

　　�　当年度の総販売電力量につきましては，３１４億９６百万キロワット時となり，前年度
と比較しますと３．６％の増加となりました。�

　　�　このうち，小売販売電力量につきましては，電灯における暖冬影響や，電力におけ
る景気減速の影響などから，２５０億５４百万キロワット時となり，前年度と比較します
と３．９％の減少となりました。また，卸販売電力量につきましては，卸電力取引所等
への販売増から，６４億４２百万キロワット時となり，前年度と比較しますと４８．４％の
増加となりました。

２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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　　�　供給力につきましては，志賀原子力発電所１・２号機が引き続き運転できなかった
ことや七尾大田火力発電所２号機・敦賀火力発電所２号機の計画外停止等から，厳し
い状況となりました。�

　　�　しかしながら，水力・火力発電所の補修時期を調整するなど供給面での諸対策を講
じた結果，供給を維持することができました。

　　�　収支につきましては，売上高は，小売販売電力量の減少などから，前年度に比べ
３３億円減の５，７０８億円となりました。

　　�　また，営業利益は，小売販売電力量の減少や法的分離対応費用の増加などはあるも
のの，石炭およびLNG火力発電所の稼働増や減価償却費の減少などから，前年度に
比べ１５６億円増の２０８億円となりました。

　　［その他の事業］

　　�　売上高は，請負工事の増加などから，前年度に比べ７１億円増の１，０７１億円，営業
費用は，前年度に比べ５８億円増の９８３億円となりました。この結果，営業利益は前
年度に比べ１２億円増の８７億円となりました。

　　〈事業別の業績〉

売� 上� 高 営業費用 営業利益
金　額 増　減 金　額 増　減 金　額 増　減

億円 億円 億円 億円 億円 億円

電 気 事 業 ５，７０８ △ ３３ ５，４９９ △１８９ ２０８ １５６
その他の事業 １，０７１ ７１ ９８３ ５８ ８７ １２

計 ６，７８０ ３７ ６，４８３ △１３１ ２９６ １６９
内部取引消去 △４９９ − △４９７ − △ １ −
連 結 ６，２８０ ５１ ５，９８５ △１１５ ２９４ １６６

　　�　なお，２０２０年４月１日付で，当社の一般送配電事業を吸収分割により北陸電力送
配電株式会社に承継いたしました。今後も引き続き，送配電事業の中立性・公平性を
確保しつつ，電力の安定供給確保と地域の発展への貢献という使命を北陸電力グルー
プ一体となって果たしてまいります。
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　２　対処すべき課題
　　⑴　経営環境および長期的な経営戦略
　　　�　我が国では人口減少やIoT・AI，EV等の新技術による産業構造の変化が進み，

今後は，技術革新による既存のビジネスモデルの破壊や新たなビジネスの創出，持
続可能な社会への意識の高まり等，更なる変化が想定されています。また，エネル
ギー業界は，電力小売全面自由化以降の競争激化，地球温暖化に関する環境規制等，
非連続な変化に晒されており，この傾向は今後加速していくと見ています。

　　　�　このような中，２０１９年４月に「北陸電力グループ２０３０長期ビジョン」を策定・
公表し，「北陸と共に発展し，新たな価値を全国・海外へ」を当社グループの将来
のありたい姿として掲げました。その実現に向け，「北陸を基盤とした『総合エネ
ルギー事業』の拡大」，「新たな成長事業の開拓」の２つを基本戦略として取り組ん
でまいります。

　　　　＜基本戦略①＞北陸を基盤とした「総合エネルギー事業」の拡大
　　　　�　ありたい姿の実現に向け，２０３０年度に向けた総合エネルギー事業の方向性を

次のとおり設定しました。
　　　　�　発電部門では設備の安全・安定稼働や低コストと低炭素化の両立，販売部門で

は総合エネルギーサービスや付加価値サービスの積極拡大，送配電部門では電力・
サービス品質や低廉な託送料金の維持により，総合エネルギー事業の競争力強化
と事業領域の拡大を目指してまいります。

　　　　＜基本戦略②＞新たな成長事業の開拓
　　　　�　当社グループは，今後の環境変化を見通したうえで，保有する経営資源を最大

限活用し，�将来の課題解決を目指した新たな事業領域を創出してまいります。
　　　　�　新規事業の方向性は次のとおりです。
　　　　　�　−既存の技術・知見・ノウハウを活かした事業エリアの拡大（全国・海外へ）
　　　　　�　−当社の地場優位性を活かした北陸地域での新製品・サービス展開
　　　　　�　−新製品・サービスに関する北陸地域での成功事業を，域外へも展開
　　　　　　　※上記については他社とのアライアンスやＭ＆Ａ等も選択肢
　　　　　�　また，集中的に取り組む分野として，「地域の課題解決」，「保有資源と新技

術を融合した新たなサービス」，「海外電力事業」の３つを挙げています。

　　⑵　経営方針および対処すべき課題
　　　�　当社グループは「北陸電力グループ２０３０長期ビジョン」達成に向けた具体的な

実行計画として，「第一次中期経営方針・計画＜２０１９〜２０２２年度＞」を２０１９年４月
に策定・公表しました。２０２０年度は，第一次中期経営方針の変更は行わず，２０１８
年度および２０１９年度に相次いで発生した大型石炭火力発電所の計画外停止等の情
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勢変化を踏まえ，施策の加速化および見直しを図るため，「第一次中期経営計画
＜２０１９〜２０２２年度＞【２０２０年度版】」を策定しました。引き続き，以下の４つの柱
からなる経営方針のもと，諸課題へ着実に取り組んでまいります。

　　　�　なお，新型コロナウイルス感染症への対応につきましては，事業継続計画の適切
な運用等により電力の安定供給確保に万全を期すとともに，販売電力量の減少等に
よる業績悪化リスクに迅速・的確に対処してまいります。また，同感染症の最終的
な影響を予見することは困難であるため，今後の事態の推移を見極めつつ，必要に
応じ諸計画を見直してまいります。

１．安定供給の確保�
　　　　�　供給安定性，経済性に優れ，発電時にCO２を排出しないことから，ベースロード

電源として重要な役割を担う志賀原子力発電所の安全強化に徹底して取り組むと
ともに，新規制基準への適合性確認審査に的確に対応し，早期再稼働を目指して
まいります。

　　　　�　また，高稼働が続いている水力・火力発電設備の確実な運転保守管理，経年
設備の計画的な更新および燃料の安定的調達等を通じ，引き続き安定供給を確保
いたします。�

　　　　�　流通設備についても，高経年設備の計画的な更新等により，安定供給を確保
するとともに再生可能エネルギー大量導入への対応やレジリエンス（強靭性・
回復力）向上に向けた訓練・設備の充実に向けて取り組んでまいります。

　　　２．総合エネルギー事業の競争力強化
　　　　�　志賀原子力発電所の早期再稼働・安定稼働，再生可能エネルギーの拡大など

低炭素化と経済性を両立する電源構成を構築するとともに，総合エネルギー事業
の展開等による積極的な営業活動やお客さまのニーズを捉えたサービスの展開
等を通じて，可能な限り販売を拡大してまいります。

　　　　�　また，安全最優先を前提とした更なる業務効率化を徹底するとともに，将来の
新たなサービスの検討・実施や電力システム改革をはじめとする国の政策に戦略
的に対応し，さらなる事業基盤の強化を目指してまいります。

　　　３．グループ総力による事業領域拡大
　　　　�　今後の人口動態やIoT・AIをはじめとする技術革新等により，社会・経済構造

や社会のニーズが劇的に変化していくことが想定されます。このような環境の中，
グループの持続的な成長のため，持ち得る経営資源や新技術を最大限活用するこ
とで，既存事業領域の拡大および新たな事業領域の創出に取り組み，事業ポート
フォリオの変革を目指すとともに社会課題の解決に貢献してまいります。
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　　　４．企業文化の深化
　　　　�　当社グループが持続的に成長していくため，安全最優先の徹底をはじめとする

安全文化の更なる深化や業務品質の向上に取り組んでまいります。加えて，お客
さまや地域の皆さまとの双方向対話活動を展開し，地域社会から信頼いただける
よう取り組んでいくとともに，経営効率化をはじめとした当社グループの取組み
について，丁寧な説明に努めてまいります。

　　　　�　また，ダイバーシティの推進や更なる労働生産性向上に加え，創造力のある
多様な人財の育成や新技術の活用を進めるとともに，ワークライフバランスを
踏まえた取組みを強化し，個人・組織が能力を最大限発揮できる活力ある職場
づくりを行ってまいります。

　　　�　なお，関西電力株式会社における金品受領問題を受けて，当社では，不適切な金
品等の受領および工事発注に係る不適切な事案がなかったことを確認しておりま
すが，当社として自律的に企業倫理・法令遵守の更なる徹底を図る観点から，社内
ルールである行動規範を一部改正し，慣習的な儀礼の機会での常識的な範囲内の贈
答品であっても受け取りを辞退することといたしました。

　　　�　当社としては，今後も，電気事業連合会に設置された企業倫理等委員会での議論
等も踏まえながら，より一層のコンプライアンスの徹底に向けた不断の取組みを進
めてまいります。

　　⑶　目標とする経営指標等
　　　�　２０１９年４月に「北陸電力グループ２０３０長期ビジョン」において，当社グループ

の将来のありたい姿を踏まえ，以下の財務目標を設定・公表いたしました。

　　■連結自己資本比率　２０３０年度までに３０％以上
　　■連結経常利益　期間平均（２０１９〜２０３０）３５０億円以上
　　■事業ポートフォリオ　２０３０年度頃までに連結経常利益ベースで
　　　　　　　　　　　　　電気事業：電気事業以外＝２：１

　　　＜投資および株主還元の基本的な考え方＞
　　　�　志賀原子力発電所の再稼働や電源の安定稼働，総合エネルギー事業の拡大，成長

事業の創出により，キャッシュの創出に努めていくとともに，安定配当を継続する
という配当方針のもと，安定的な事業運営や持続的な成長を遂げるために必要な投
資，財務基盤の強化，株主還元にバランスよく配分してまいります。
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　３　設備投資の状況
　　⑴　当年度における設備投資額

区　分 投　資　額
電 気 事 業 ６９８　　　���
その他の事業 ８１　　　
合 計 ７７９　　　

　　⑵　当年度中に出力を変更した主な設備
設備別 名　　　　　称 概　　　　　　要 運転開始年月

発　電 富山新港火力発電所
１ 号 機

出力　５０万キロワット
　　→２４万キロワット
　　　（出力減）

２０１９年６月

　４　資金調達の状況　
　　⑴　社　債

発　行　額 償　還　額
７００億円 ６９９億円

　　（注）発行額はすべて国内普通社債であります。

　　⑵　長期借入金
借　入　額 返　済　額
４００億円 ４６１億円

　　⑶　短期借入金
　当年度における短期借入金の総借入額と総返済額を差し引きした結果，１億円の
純増となりました。

　５　財産および損益の状況の推移

区　　　　　分 ２０１６年度
（第９３期）

２０１７年度
（第９４期）

２０１８年度
（第９５期）

２０１９年度
（当期）（第９６期）

売 上 高（億円）
（営 業 収 益） ５，４２５ ５，９６２ ６，２２９ ６，２８０

経 常 利 益（億円） ２０ ２６ ６６ ２３２

親会社株主に帰属する
当期純利益（億円） △６ △４ ２５ １３４

１株当たり当期純利益 △２円９８銭 △２円３３銭 １２円０７銭 ６４円３４銭

総 資 産（億円） １５，１８０ １５，８８７ １５，７３１ １５，９２９

億円
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Ⅱ　企業集団および当社の概況（２０２０年３月３１日現在）

　１　企業集団の主要な事業内容
電気事業

　２　企業集団の主要な事業所等
　　⑴　当社の主要な事業所および発電所

本 店（富山市）
地域共生本部（金沢市）
原 子 力 本 部（石川県志賀町）

支 店
富山支店（富山市），高岡支店（高岡市），新川支店（魚津市），
石川支店（金沢市），七尾支店（七尾市），小松支店（小松市），
福井支店（福井市），丹南支店（越前市）

支 社 東京支社（東京都千代田区）
営 業 所 ５か所（飛騨市，南砺市，輪島市，珠洲市，敦賀市）

送 配 電 支 社 富山送配電支社（富山市），石川送配電支社（金沢市），
福井送配電支社（福井市）

配電センター ８か所（魚津市，飛騨市，南砺市，小松市，輪島市，珠洲市，
大野市，敦賀市）

電力センター ３か所（魚津市，小松市，越前市）
水力センター ６か所（富山市（２か所），飛騨市，魚津市，白山市，大野市）

水 力 発 電 所

（出力　８万）キロワット以上

神通川第一発電所　（富山市）
和田川第二発電所　（富山市）
手取川第二発電所　（白山市）
有峰第一発電所　　（富山市）
有峰第二発電所　　（富山市）

火 力 発 電 所

（出力　２５万）キロワット以上

富山火力発電所　　（富山市）
福井火力発電所　　（坂井市）
富山新港火力発電所（射水市）
敦賀火力発電所　　（敦賀市）
七尾大田火力発電所（七尾市）

原子力発電所 志賀原子力発電所　（石川県志賀町）
（注）�送配電支社，配電センターおよび電力センターは，２０２０年４月１日付で北陸電力送配電

株式会社に承継されております。
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　　⑵　子会社等の本店

【連結子会社】

北陸電力送配電株式会社� （富山市）

日本海発電株式会社　　　　　　　　　� （富山市）

北陸発電工事株式会社　　　　　　　　� （富山市）

北電テクノサービス株式会社　　　　　� （富山市）

北陸電気工事株式会社　　　　　　　　� （富山市）

日本海コンクリート工業株式会社　　　� （富山市）

北陸通信ネットワーク株式会社　　　　� （金沢市）

北電情報システムサービス株式会社　　� （富山市）

北陸エルネス株式会社　　　　　　　　� （富山市）

北電産業株式会社　　　　　　　　　　� （富山市）

日本海環境サービス株式会社　　　　　� （富山市）

北電技術コンサルタント株式会社　　　� （富山市）

北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社（富山市）

株式会社北陸電力リビングサービス　　� （富山市）

北電パートナーサービス株式会社　　　� （富山市）

北陸電力ウィズスマイル株式会社� （富山市）

【持分法適用関連会社】

株式会社ケーブルテレビ富山　　　　　� （富山市）

　３　企業集団の従業員の状況

区　分 従業員数（前年度末比増減）

電 気 事 業 ５，３２６名（ ４８名増加）

その他の事業 ３，２３６名（ １６名増加）

合 計 ８，５６２名（ ６４名増加）
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　４　重要な子会社等の状況

会　　　　社　　　　名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

【連結子会社】　

北陸電力送配電株式会社

百万円

５　

％

１００．０　 一般送配電事業の承継に向け
た準備業務

日 本 海 発 電 株 式 会 社 ７，３５０ １００．０ 発電事業

北 陸 発 電 工 事 株 式 会 社 ９５ １００．０ 火力・原子力発電設備に関す
る工事

北電テクノサービス株式会社 ５０ １００．０ 水力発電・変電設備の保守

北 陸 電 気 工 事 株 式 会 社 ３，３２８ ５０．１ 電気工事

日本海コンクリート工業株式会社 　１５０ ８０．０ コンクリートポール・パイル
の製造・販売

北陸通信ネットワーク株式会社 ６，０００ １００．０ 専用通信回線サービス，デー
タ伝送回線サービス

北電情報システムサービス株式会社 ５０ １００．０ ソフトウェアの開発・保守

北 陸 エ ル ネ ス 株 式 会 社 ２００ ６５．０ LNGの販売

北 電 産 業 株 式 会 社 １００ １００．０ 不動産の賃貸・管理，人材派
遣，リース

日本海環境サービス株式会社 ５０ １００．０ 環境調査，環境緑化

北電技術コンサルタント株式会社 ５０ １００．０ 土木・建築工事の調査・設
計・監理

北陸電力ビズ･エナジーソリューション株式会社 １１０ １００．０ エネルギーソリューション事業

株式会社北陸電力リビングサービス ５０ １００．０ 家庭向け営業業務

北電パートナーサービス株式会社 ２０ １００．０ 電力設備の保守，電力関連施
設の運営

北陸電力ウィズスマイル株式会社 １７ １００．０ オフィスサポート業務

【持分法適用関連会社】
株式会社ケーブルテレビ富山 ２，０１０ １３．４ 有線テレビ放送サービス
（注）１　出資比率は自己株式を控除して計算しております。
　　� ２　�当社は，２０１９年４月１日付で子会社として北陸電力送配電株式会社を設立し，

２０２０年４月１日付で当社の一般送配電事業を吸収分割により同社に承継させまし
た。２０２０年４月１日現在の同社の資本金は，１００億円であります。

　　� ３　�当社は，２０２０年３月２日付で子会社として北陸電力ウィズスマイル株式会社を設
立いたしました。

　　� ４　�北陸発電工事株式会社は，２０２０年４月１日付で商号を北陸プラントサービス株式
会社に変更しております。
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　５　企業集団の主要な借入先

借　　入　　先 借入金残高
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ８９９
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６３５
株 式 会 社 北 陸 銀 行 ４４９
株式会社日本政策投資銀行 ４０４
明治安田生命保険相互会社 ３２５
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ３０７
株 式 会 社 北 國 銀 行 ２５７
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ２４０
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ２０５
三井住友信託銀行株式会社 １５０
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社 １５０

　６　当社の株式の状況
　　⑴　発行可能株式総数　　　　　４億株
　　⑵　発行済株式総数　　　　　　２億１，０３３万３，６９４株
　　⑶　株　主　数　　　　　　　　８万３，６３４名
　　⑷　大　株　主

株　　　　主　　　　名 持 株 数
お よ び 出 資 比 率

富 山 県 １１，２７０ ５．４
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信 託 口） １０，５９０ ５．１

北 陸 電 力 従 業 員 持 株 会 ７，７２８ ３．７

株 式 会 社 北 陸 銀 行 ７，７００ ３．７
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口） ６，００５ ２．９

株 式 会 社 北 國 銀 行 ６，０００ ２．９

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ４，７５２ ２．３
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口 ９） ３，７８８ １．８
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口 ５） ３，７４６ １．８

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ３，３４１ １．６

（注）出資比率は自己株式を控除して計算しております。

億円

千株 ％
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　　⑸　自己株式の取得，処分および保有

取 得 ま た は
処 分 の 株 数

取 得 ま た は
処分価額の総額

単元未満株式の買取り請求による取得 ６，６９１ ��５

単元未満株式の買増し請求による処分 ５４８ ���０

決算期における保有株式 １，５５７，８２１ �����−

　　（注）上表における株式は全て普通株式であります。

　７　当社の役員に関する事項
　　⑴　取締役および監査役の氏名等

氏　　名 地位および担当 重要な兼職の状況

久 和　　 進 代表取締役会長

北陸経済連合会会長
一般財団法人北陸産業活性化センター会長
呉羽観光株式会社代表取締役社長
とやま医療健康システム株式会社代表取締役社長
株式会社カターレ富山代表取締役会長

金　井　　　豊 代表取締役社長
社 長 執 行 役 員

黒部川電力株式会社代表取締役

石　黒　伸　彦

代表取締役副社長
副社長執行役員
地域共生本部長
原子力本部長

尾　島　志　朗
代表取締役副社長
副社長執行役員
営業本部長

北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社代表取
締役社長
富山共同自家発電株式会社代表取締役社長

水　野　弘　一
代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電事業本部長

北陸電力送配電株式会社代表取締役社長

須　河　元　信
取 締 役
常 務 執 行 役 員
送配電事業本部副本部長

水　谷　和　久 取 締 役
常 務 執 行 役 員

北電パートナーサービス株式会社代表取締役社長
北陸電力ウィズスマイル株式会社代表取締役社長

塩　谷　誓　勝 取 締 役
常 務 執 行 役 員

松　田　光　司 取 締 役
常 務 執 行 役 員
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氏　　名 地位および担当 重要な兼職の状況

川 田 達 男 取 締 役

セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
KBセーレン株式会社代表取締役会長
Seiren U.S.A. Corporation取締役会長
ダイキン工業株式会社社外取締役
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役
（監査等委員）
富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役

髙　木　繁　雄 取 締 役
富山商工会議所会頭
日医工株式会社社外取締役
セーレン株式会社社外監査役
川田テクノロジーズ株式会社社外監査役

安　宅　建　樹 取 締 役
株式会社北國銀行代表取締役頭取
金沢商工会議所会頭
一般社団法人石川県銀行協会会長
澁谷工業株式会社社外監査役

高　松　　　正 常 勤 監 査 役
水　上　靖　仁 常 勤 監 査 役

細　川　俊　彦 監 査 役

弁護士
富山市個人情報保護審査会会長
富山市行政不服審査会会長
富山県個人情報保護審議会会長
富山県都市計画審議会会長
富山県国土利用計画審議会会長

秋�� 庭�� 悦�� 子 監 査 役 特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム理事長

伊�� 東�� 忠�� 昭 監 査 役 福井商工会議所会頭

（注）　１　取締役� 川田達男，同� 髙木繁雄，同� 安宅建樹は，社外取締役であります。
　　　２　監査役� 細川俊彦，同� 秋庭悦子，同� 伊東忠昭は，社外監査役であります。
　　　３　�当社は，社外取締役および社外監査役全員を，株式会社東京証券取引所が定める

独立役員として指定し，届け出ております。
　　　４　当期中における取締役の異動は次のとおりであります。

２０１９年６月２６日 取締役� 常務執行役員� 高林幸裕が退任

２０１９年６月２６日 松田光司が取締役に就任

２０１９年６月２６日 取締役� 松田光司が取締役� 常務執行役員に就任

５　代表取締役副社長� 副社長執行役員� 水野弘一，取締役� 常務執行役員� 須河元信は，
２０２０年３月３１日，取締役を辞任いたしました。

６　常勤監査役� 水上靖仁は，当社の経理部長を経験し，財務および会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

７　社外取締役および社外監査役の重要な兼職先と当社との間には，開示すべき関係
はありません。
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　　⑵　取締役および監査役に対する報酬等　
　　　　取締役　１３名　２７５百万円（うち社外取締役　３名　１７百万円）
　　　　監査役　 ５名　６３百万円（うち社外監査役　３名　１７百万円）

　　　　（注）　１　�上記には，第９５回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名
を含めております。

　　　　　　　２　�当年度（２０１９年度）に係る役員賞与については，支給しないことと
いたしました。

　　　　　　　３　�株主総会決議による報酬限度額
　　　　　　　　　　取締役　月額　４２百万円
　　　　　　　　　　監査役　月額　 ８百万円

　　⑶　当年度における社外役員の主な活動状況

区　分 氏　名 取締役会出席状況（出席率） 監査役会出席状況（出席率）

社　外

取締役

川　田　達　男 １００％

髙　木　繁　雄 １００％

安　宅　建　樹 １００％

社　外

監査役

細　川　俊　彦 １００％ １００％

秋　庭　悦　子 １００％ １００％

伊　東　忠　昭 １００％ １００％

　　　�　上記出席状況のもと，各社外取締役は取締役会，各社外監査役は取締役会および
監査役会における議論の中で，独立した客観的な立場から，経験と識見等を活かし
て有益な発言をしております。

　　⑷　責任限定契約の内容の概要
　　　�　当社は，会社法第４２７条第１項の規定により，社外取締役および社外監査役との

間に，同法第４２３条第１項に関する取締役および監査役の責任を限定する契約を締
結しております。ただし，当該契約に基づく責任の限度額は，法令に定める額とし
ております。
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Ⅲ　会計監査人の状況
　１　会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

　２　�当年度に係る会計監査人の報酬等の額および当該報酬等について監査役会が

同意した理由
⑴　当社および子会社が支払うべき報酬等の額の合計額

　　　８３百万円

⑵　⑴の合計額のうち，当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額の合計額

　　　５０百万円

⑶　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した理由

　�　監査役会は，取締役，社内関係部門および会計監査人からの入手資料や報告聴

取を通じて，会計監査人の監査計画，報酬見積りの算出根拠および前事業年度に

おける職務執行状況等を総合的に検討した上で，同意しております。

　３　非監査業務の内容
�　当社は，会計監査人に対して，公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ

る「収益認識に関する会計基準」に関する助言業務についての対価を支払っており

ます。

　４　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
�　監査役会は，当該会計監査人が，会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した

場合等，会計監査人が継続してその職責を遂行する上で重要な疑義を抱く事象が発生し

た場合には，その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行います。
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Ⅳ　�業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容およ
びその運用状況の概要

「業務の適正を確保するための体制の整備」についての取締役会決議の内容は以下のとおりです。

　当社は，安全最優先の徹底と法令等や企業倫理遵守のもと，効率的かつ公正・透明な事業活動
を展開するため，業務の適正を確保するための体制の維持・改善に努めていく。
　当社は，「隠さない風土」のもとで，この取組みを通じ業務品質の向上に努めるとともに，事
業環境の変化に適応しつつ，引き続きお客さまをはじめ皆さまから「信頼され選択される北陸電
力グループ」を目指していく。

１．取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�取締役は，企業活動における法令等の遵守を明示した「行動規範」を定め，これを率先して
実践するとともに，従業員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。

　・�取締役会は，原則として月１回，また必要に応じて開催し，法令及び定款に従い重要な業務
執行に関する意思決定を行うとともに，取締役から職務執行の状況について報告を受け，取
締役の職務執行を監督する。また，社外取締役を交え，多様な視点を踏まえた意思決定及び
監督を行う。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制　
　・�取締役は，取締役会議事録をはじめ，決裁文書等，取締役の職務執行に関する情報について，
保存期間等の管理方法及び情報セキュリティ対策を明示した社内規則を定め，適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・�取締役は，自然災害，原子力災害その他当社の財産，社会的信頼等に重大な影響を与える事
象に対し，これに迅速かつ的確に対応するため，「非常災害対策規程」「志賀原子力発電所原
子力事業者防災業務計画（規程）」「危機管理規程」等の社内規則にその対応手順や体制等を
定める。また，各部所は，取締役の指揮のもと，定期的に訓練・教育等を実施し，事象発生
時の迅速な復旧，被害拡大防止等の対応に備える。

　・�取締役は，不確実性に伴う経営リスクについて，適宜把握・評価のうえ，取締役会にて毎年
度策定する経営計画等の諸計画に反映するとともに，必要に応じて，組織の整備や全社横断
的な委員会等を設置し，適切に対応する。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・�取締役会への付議事項を含む重要事項については，原則として週１回開催する常務会及びそ
の他の会議体において適宜審議する等，効率的な業務運営に努める。

　・�取締役は，指揮命令系統及び各職位の責任・権限並びに業務手続きを社内規則において明確
化するとともに，情報システムの活用により，迅速かつ適切な意思決定及び効率的な職務執
行を図る。

５．従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�社長を委員長とし，社外有識者を委員に含む「コンプライアンス推進委員会」を中心として，
「行動規範」の周知徹底を図る等，コンプライアンスの全社的活動を推進するとともに，コ
ンプライアンス上の問題を社内外から受け付ける企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の適
切な運用を図る。また，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，全社をあげて毅
然として対応する。
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　・�取締役は，設備の保安活動にあたり，法令等の遵守が確実に行われるための体制・仕組みを
社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�取締役は，財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め，適切な運用
を図る。

　・�取締役は，社内規則の制定及び契約書の締結にあたり，法務部門が法令等との整合を審査す
る仕組みを社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�内部監査部門は，法令等の遵守状況，その他従業員の職務執行の状況を把握し，その改善を
図るため，定期的又は必要に応じて監査を実施し，その結果を常務会等に報告する。取締役は，
監査結果を踏まえ，適切な対応を図る。

６．北陸電力グループにおける業務の適正を確保するための体制
　・�取締役は，北陸電力グループとして目指すべき基本的方向性及び経営目標を「グループ経営
方針」として示し，グループ各社は，その達成を目指し取り組む。

　・�取締役は，「グループ会社運営規程」を定め，グループ各社の経営上の重要事項について，
事前協議を受ける体制を整備するほか，グループ経営協議会等を通じ，相互の緊密な連携を
図る。

　・�北陸電力グループ各社は，当社に準じて，法令遵守をはじめとする業務の適正を確保する体制・
仕組みを整備し，適切な運用を図る。

７．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・�監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を置き，必要な人員を配置するとともに，
その人事異動については監査役と事前協議を行う。

　・�取締役及び従業員は，会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は，直ちに
監査役会又は監査役に報告する。また，取締役及び従業員は，職務執行の状況等について，
監査役が報告を求めた場合は，これに応じる。

　・�取締役は，前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな
いよう，適切に対応する。

　・�取締役は，監査役の常務会等の重要会議への出席及び決裁文書の閲覧のほか，適切な予算の
配分等，監査役が必要に応じ調査できる環境を整備する。

　・�取締役は，監査役との定期的な意見交換を通じて相互認識を深めるとともに，内部監査部門は，
監査役及びそのスタッフと緊密に連携し，監査役監査が効果的に行われるよう努める。

８．その他（附則）
　・�非取締役の常務執行役員は，本決議文中の「取締役」に準ずる者として，業務の適正を確保
するための体制整備に努める。

同体制の当該事業年度における運用状況の概要は以下のとおりです。

１．取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�コンプライアンスの徹底を「北陸電力グループ第一次中期経営計画」に掲げるとともに，
社長メッセージの発信等により，従業員が「行動規範」を遵守するよう指導・監督を行って
いる。

　・�企業倫理・法令遵守の一層の徹底を図る観点から，贈答・接待に係るルールを明確化し，「行
動規範」を改正している。

　・�取締役会を１１回開催し，社外取締役を交え重要事項を協議・決定するとともに，取締役の職
務執行を監督している。
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２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　・�決裁書等の社内文書については，「文書規程」に基づき，管理・保管している。また，電子
情報については「情報セキュリティ規程」に基づき，諸対策を実施している。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・�「非常災害対策規程」「志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画（規程）」「危機管理規程」
等の社内規則に基づき，「全社防災訓練」「原子力防災訓練」等の各種訓練・教育を実施して
いる。

　・�業務に関連するリスクについては，適宜把握・評価のうえ年度の諸計画に反映するとともに，
必要に応じて社内委員会等の部門横断的な会議体で審議している。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・�会長及び役付執行役員で構成する「常務会」を48回開催し，取締役会付議事項を含む重要事
項を審議している。

　・�「組織規程」「職務権限規程」等により，職務執行のルール・手続きを明確化している。
５．従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�「コンプライアンス推進委員会」を２回開催しているほか，社長メッセージの発信，職場
討議の実施等，法令遵守に係る各種取り組みを推進している。

　・�「保安規程」「財務報告に係る内部統制規程」「法務審査要則」等に基づき，各業務の適正確保
に係る各種取り組みを実施している。

　・�「考査規程」「原子力監査要則」等に基づき，内部監査部門による監査を実施するとともに，
その結果を取締役会に報告している。

６．北陸電力グループにおける業務の適正を確保するための体制
　・�「北陸電力グループ第一次中期経営方針」にて，北陸電力グループの基本的方向性等を示し
ている。

　・�「グループ会社運営規程」に基づき，グループ各社から協議・報告を受ける事項を明確化す
るとともに，「グループ経営協議会」を随時開催し，相互連携を確保している。

　・�グループ各社は，「業務の適正を確保するための体制の整備」を取締役会決議し，法令遵守
をはじめとした各種取り組みを実施している。

７．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・�「監査役室」を設置し，監査役の職務を補佐する専任スタッフを配置している。
　・�「組織規程」に監査役への協力に関する事項を定め，取締役及び従業員は，監査役監査に誠
実に対応するとともに，監査の実効性を高めるための各種環境を整備している。また，取締
役及び内部監査部門は，適宜，監査役と意見交換を実施し，相互連携を確保している。
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連 結 貸 借 対 照 表

（２０２０年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，３１７，５２８ 固 定 負 債 ９８２，０８３

電気事業固定資産 ８６８，８３４ 社 債 ４４５，０００

水 力 発 電 設 備 １０３，３８５ 長 期 借 入 金 ４１４，３７４

汽 力 発 電 設 備 ２０５，７０６ 退 職 給 付 に 係 る 負 債 ３１，０８１

原 子 力 発 電 設 備 １２７，８３４ 資 産 除 去 債 務 ８２，７８８

送 電 設 備 １５７，１１３ そ の 他 ８，８３９

変 電 設 備 ８７，２６２ 流 動 負 債 ２５３，５６９

配 電 設 備 １５０，２７７ １年以内に期限到来の固定負債 １０２，８７３

業 務 設 備 ３０，６７５ 短 期 借 入 金 １１，８２９

その他の電気事業固定資産 ６，５８０ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ３６，２１４

その他の固定資産 ４８，４４７ 未 払 税 金 １７，９２０

固 定 資 産 仮 勘 定 １４１，８４３ そ の 他 ８４，７３２

建設仮勘定及び除却仮勘定 １３５，７１５ 引 当 金 ２０，８２３

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 ６，１２７ 渇 水 準 備 引 当 金 ２０，８２３

核 燃 料 ８８，５７５ 負 債 合 計 １，２５６，４７６

装 荷 核 燃 料 ２６，２１９

加 工 中 等 核 燃 料 ６２，３５６

投資その他の資産 １６９，８２７

長 期 投 資 １０１，６８８ 株 主 資 本 ３２３，５０８

退 職 給 付に 係る資 産 １６，２６２ 資 本 金 １１７，６４１

繰 延 税 金 資 産 ４４，７８１ 資 本 剰 余 金 ３３，９９２

そ の 他 ７，１３９ 利 益 剰 余 金 １７５，２２６

貸 倒 引 当 金（貸方） △ ４４ 自 己 株 式 △　３，３５１

流 動 資 産 ２７５，４０４ その他の包括利益累計額 △　１，５３３

現 金 及 び 預 金 １６３，４１９ その他有価証券評価差額金 ２，９８６

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 ６５，５３８ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △　１，９７４

た な 卸 資 産 ３１，７５９ 退職給付に係る調整累計額 △　２，５４６

そ の 他 １４，７９６ 非 支 配 株 主 持 分 １４，４８１

貸 倒 引 当 金（貸方） △ １０９ 純 資 産 合 計 ３３６，４５６

合　　　　　　　　�計 １，５９２，９３３ 合　　　　　　　　�計 １，５９２，９３３

（単位：百万円）
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連 結 損 益 計 算 書

（　　　　　　　　　）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用 ５９８，５７７ 営 業 収 益 ６２８，０３９

電 気 事 業 営 業 費 用 ５４７，００４ 電 気 事 業 営 業 収 益 ５７０，１７５

その他事業営業費用 ５１，５７３ その他事業営業収益 ５７，８６４

営 業 利 益 ２９，４６１

営 業 外 費 用 ８，５３８ 営 業 外 収 益 ２，３１３

支 払 利 息 ７，６５７ 受 取 配 当 金 ６８７

そ の 他 ８８０ 受 取 利 息 ９９

持分法による投資利益 ２９

そ の 他 １，４９７

当 期 経 常 費 用 合 計 ６０７，１１６ 当 期 経 常 収 益 合 計 ６３０，３５２

当 期 経 常 利 益 ２３，２３６

渇水準備金引当又は取崩し △　　　１

渇水準備引当金取崩し（貸方） △　　　１

特 別 損 失 １，１３８

減 損 損 失 １，１３８

税金等調整前当期純利益 ２２，１００

法 人 税 等 ７，３６７

法 人 税 等 ５，６９９

法 人 税 等 調 整 額 １，６６８

当 期 純 利 益 １４，７３２

非支配株主に帰属する当期純利益 １，２９９

親会社株主に帰属する当期純利益 １３，４３３

（単位：百万円）
２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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連結株主資本等変動計算書

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
株主資本

資本金 資　本
剰余金

利　益
剰余金 自己株式 株主資本

合　　計

当連結会計年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９２ １６１，７８６ △３，３４７ ３１０，０７３

当連結会計年度変動額

　親会社株主に帰属する当期純利益 １３，４３３ １３，４３３

　自己株式の取得 △ ５ △ ５

　自己株式の処分 △ ０ １ ０

　連結子会社による
　非連結子会社の合併に伴う増減 ７ ７

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 ０ ０

　株主資本以外の項目の
　当該連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 − ０ １３，４３９ △ ３ １３，４３５

当連結会計年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９２ １７５，２２６ △３，３５１ ３２３，５０８

その他の包括利益累計額
非� 支� 配
株主持分

純資産
合　計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

退職給付
に� 係� る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 ４，５６８ ５３ △ １，２３０ ３，３９１ １３，４８６ ３２６，９５０

当連結会計年度変動額

　親会社株主に帰属する当期純利益 １３，４３３

　自己株式の取得 △ ５

　自己株式の処分 ０

　連結子会社による
　非連結子会社の合併に伴う増減 ７

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 ０

　株主資本以外の項目の
　当該連結会計年度変動額（純額） △ １，５８１ △２，０２８ △１，３１５ △４，９２５ ９９５ △３，９２９

当連結会計年度変動額合計 △ １，５８１ △２，０２８ △１，３１５ △４，９２５ ９９５ ９，５０６

当連結会計年度末残高 ２，９８６ △１，９７４ △２，５４６ △ １，５３３ １４，４８１ ３３６，４５６

（単位：百万円）
２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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連　結　注　記　表

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　⑴　連結の範囲に関する事項
　　①　連結子会社の数　　１６社
　　②　連結子会社の名称
　　　�　北陸電力送配電株式会社，日本海発電株式会社，北陸発電工事株式会社，北電テクノサー

ビス株式会社，北陸電気工事株式会社，日本海コンクリート工業株式会社，北陸通信ネッ
トワーク株式会社，北電情報システムサービス株式会社，北陸エルネス株式会社，北電産
業株式会社，日本海環境サービス株式会社，北電技術コンサルタント株式会社，北陸電力
ビズ・エナジーソリューション株式会社，株式会社北陸電力リビングサービス，北電パー
トナーサービス株式会社，北陸電力ウィズスマイル株式会社

　　　�　当連結会計年度において，新たに設立した北陸電力送配電株式会社及び北陸電力ウィズ
スマイル株式会社を連結の範囲に含めている。

　　　�　なお，北陸発電工事株式会社は，２０２０年４月１日付で商号を北陸プラントサービス株式
会社に変更している。

　　③　連結の範囲から除外した子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，ホッコー商事株式会社，株式会社ジェスコ
　　　�　連結の範囲から除外した子会社は，事業内容，グループ内における取引高及び取引内容

ほか，総資産，売上高，当期純損益（持分に見合う額），利益剰余金（持分に見合う額）
等の規模からみて，これらを連結の範囲から除いても，連結計算書類に及ぼす影響に重要
性が乏しい。

　⑵　持分法の適用に関する事項
　　①　持分法適用関連会社の数　　１社
　　②　持分法適用関連会社の名称
　　　�　株式会社ケーブルテレビ富山
　　③　持分法を適用しない非連結子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，ホッコー商事株式会社，株式会社ジェスコ
　　④　持分法を適用しない関連会社の名称
　　　�　黒部川電力株式会社，富山共同自家発電株式会社，日本海建興株式会社，前田電工株式

会社，北陸計器工業株式会社，北陸エナジス株式会社，北陸電機製造株式会社，福井都市
ガス株式会社，有限責任事業組合遠隔看護支援協議会，北配電業株式会社

　　　�　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は，事業内容，グループ内における取引
高及び取引内容ほか，当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて，これらを持分法の対象から除いても，連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り，かつ全体としてもその影響に重要性が乏しい。

　⑶　会計方針に関する事項
　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　（イ）　有価証券
　　　　　その他有価証券

２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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　　　　　　時価のあるもの
　　　　　　　�当連結会計年度末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し，売却原価は主として移動平均法により算定）
　　　　　　時価のないもの
　　　　　　　主として移動平均法による原価法
　　　（ロ）　デリバティブ
　　　　　時価法
　　　（ハ）　たな卸資産
　　　　　�主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）
　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　�　有形固定資産は主として定額法，無形固定資産は定額法によっている。
　　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資

産の費用計上方法は，その他連結計算書類の作成のための重要な事項に記載している。
　　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　　�　従来，当社及び連結子会社は，有形固定資産の減価償却方法について，主として定率法

を採用していたが，当社及び電気事業を営む連結子会社については，当連結会計年度より
定額法に変更している。

　　　�　人口減少，省エネ技術の進展等の構造的な要因により，北陸エリアの電力需要は安定的
に推移する見通しである。また，電力システム改革により，発電，小売事業においては，
自由化の進展による競争環境下の中，より安定的かつ経済的な事業運営が求められる。送
配電事業においては，２０２０年度の法的分離による分社化を控え，中立性を確保し，効率的
な事業運営及び安定供給に資する経営が期待されている。

　　　�　このような，事業環境の変化に対応するため，当社及びグループ会社においては，当連
結会計年度，２０３０年度に向けた長期ビジョン及び第一次中期経営計画を新たに策定し事業
別の戦略を明確化することを契機に，固定資産の使用実態を踏まえ，減価償却方法につい
て再検討を行った。発電事業においては，２０１８年度の富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機の
運転開始により，今後は，発電設備全般の維持・管理の投資が中心となることが見込まれる。
加えて，これまでは，電力需要の伸長を背景とした設備形成の下で各電源の稼働状況が変
化してきたが，今後は，電力需要の見通しや競争環境の激化，ＬＮＧ火力運転開始による
電源の多様化などを踏まえ，保有電源を最大限活用した安定的かつ経済的な運用が見込ま
れる。また，送配電事業においては，安定供給に万全を期すとともに，設備の効率的な維
持運用に取り組むこととしており，安定的な使用が見込まれる。

　　　�　こうした状況を踏まえ，当社及び電気事業を営む連結子会社については，有形固定資産
の減価償却方法を定額法に変更することが，設備の使用実態を適切に反映すると判断した。

　　　�　これにより，従来の方法に比べて，当連結会計年度の減価償却費が減少し，営業利益が
１９，１４８百万円，経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ１９，１５４百万円増加して
いる。

　　③　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　　（イ）　退職給付に係る会計処理の方法
　　　 　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
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帰属させる方法については，主として給付算定式基準によっている。
　　　　　数理計算上の差異の費用処理方法
　　　　　　�　数理計算上の差異は，主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定率法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。

　　　（ロ）　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の

費用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第２１号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」
（平成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を
発電設備の見込運転期間にわたり，定額法により原子力発電施設解体費として計上する
方法によっている。

　　　（ハ）　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
　　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「原子力発電にお

ける使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正
する法律」（平成２８年法律第４０号。以下「改正法」という）に基づき使用済燃料再処理
機構（以下「機構」という）に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の
責任が果たされ，機構が再処理等を実施することになる。なお，機構に対する拠出金に
は改正法第２条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれてい
る。

　　　　�　使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は改正法第４条に基づき原子力発電所の運
転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を使用済燃料再処理等拠出金
費として計上することとしている。なお，２００５年度の引当金計上基準変更に伴い生じた
差異の未計上残高については，２０１９年度まで毎連結会計年度均等額を使用済燃料に係る
拠出金として納付し，「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２８年経済産業
省令第９４号）附則第４条に基づき，使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。

　　　　�　また，使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については，使用済燃料再処理関連
加工仮勘定に整理している。

　　　（ニ）　消費税等の会計処理
　　　　�　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。
　　　（ホ）　連結納税制度の適用
　　　　　当社及び一部の連結子会社は，連結納税制度を適用している。
　　　　（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
　　　　�　当社及び一部の連結子会社は，「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第

８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に
あわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については，「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第３９号
２０２０年３月３１日）第３項の取扱いにより，「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第２８号２０１８年２月１６日）第４４項の定めを適用せず，繰延税金資産及
び繰延税金負債の額について，改正前の税法の規定に基づいている。
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２　連結貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　（当　社）
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）���������������������������������　� ４９５，０００百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４０，２５１百万円　
　　（連結子会社）
　　　担保資産
　　　　その他の固定資産���������������������������������������������������������� ３，５１０百万円　
　　　　投資その他の資産���������������������������������������������������������� ５百万円　
　　　担保付債務
　　　　長期借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）������������������������������ ２３１百万円　
　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　　　　� 　２，６７８，８９４百万円　
　⑶　保証債務等
　　　以下の会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　日本原燃株式会社� ２７，８８０百万円　
　　　　日本原子力発電株式会社� １７，４９２百万円　
　　　　黒部川電力株式会社���������������������������� ２，８２５百万円　
　　　　従業員の住宅及び厚生資金借入����������������������������������������� ８，８６１百万円　
　　　　　合　　計������������������　　　��������������������������������� ５７，０５９百万円　
　⑷�　渇水準備引当金は，電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）附則第１６
条第３項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第１条の
規定による改正前の電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３６条に基づく引当金である。

３　連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
　　　　普通株式� ２１０，３３３，６９４株　
　⑵�　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

　　�　２０２０年６月２５日開催の定時株主総会の議案として，普通株式の配当に関する事項を次のと
おり提案する。

　　①　配当金の総額� ２，０８７百万円　
　　②　１株当たり配当額� １０円　
　　③　基準日� ２０２０年３月３１日　
　　④　効力発生日� ２０２０年６月２６日　
　　　　なお，配当原資については利益剰余金を予定している。�

４　金融商品に関する注記
　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　�　当社グループは，電気事業の運営上必要な資金を，社債発行及び金融機関からの借入れ等
により調達している。
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　　�　長期投資（その他有価証券）は，主に株式であり，定期的に時価や発行体の財務及び事業
状況等を確認している。

　　�　受取手形及び売掛金は，主に電灯料及び電力料であり，特定小売供給約款等に基づき，お
客さまごとに期日及び残高管理を行っている。

　　�　有利子負債の殆どは，中長期的に利率が確定している社債や長期借入金で構成されている
ことから，市場金利の変動による業績への影響は限定的である。また，為替相場等の変動リ
スクに晒されている有利子負債は為替相場等の変動リスクの回避を行っている。

　　�　デリバティブ取引は，為替相場や燃料価格等の変動リスクの回避あるいは資金調達コスト
の低減を図る目的で行っており，短期的な売買差益の獲得や投機を目的とした取引は行って
いない。取引にあたっては，社内規程に基づき，信用度の高い金融機関等を相手方として，
通常業務から発生する債権債務等を対象に，執行箇所及び管理箇所を定め，代表取締役の承
認を受けて行っている。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　�　２０２０年３月３１日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，以下
のとおりである。

　　�　なお，時価を把握することが極めて困難と認められるものは，含まれていない（（注）２参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

資産
①� 長期投資（その他有価証券） １１，６３６� １１，６３６� −
②� 現金及び預金 １６３，４１９� １６３，４１９� −
③� 受取手形及び売掛金 ６５，５３８ ６５，５３８ −
負債
④� 社債　　　　� （※１） ４９５，０００ ５００，２７４� ５，２７４�
⑤� 長期借入金� （※１） ４６６，３７５ ４７９，６８８� １３，３１３
⑥� 短期借入金 １１，８２９ １１，８２９� −
⑦� 支払手形及び買掛金 ３６，２１４ ３６，２１４ −
⑧� デリバティブ取引� （※２） （２，７４０） （２，７４０） −

（※１）連結貸借対照表上，「１年以内に期限到来の固定負債」として計上されているものが含まれている。
（※２）�デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており，合計で正味の債務とな

る項目については，（　）で示している。

　（注）１　金融商品の時価の算定方法
　　　①　長期投資（その他有価証券）
　　　　　　時価は，取引所の価格によっている。
　　　②　現金及び預金，ならびに　③　受取手形及び売掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　　　④　社債
　　　　　�　時価は，市場価格のある社債は市場価格に基づき，市場価格のない社債は，元利金

の合計額を新規に同様の社債を発行した場合に想定される利率で割引く方法により算
定している。

　　　⑤　長期借入金
　　　　　�　時価は，元利金の合計額を新規に同様の調達を実施した場合に想定される利率で割

引く方法により算定している。
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　　　⑥　短期借入金，ならびに　⑦　支払手形及び買掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　　　⑧　デリバティブ取引
　　　　　�　取引先金融機関等から提示された価格によっている。なお，通貨スワップの振当処

理によるもの，ならびに，金利スワップの特例処理によるものは，ヘッジ対象とされ
ている長期借入金と一体として処理されているため，その時価は当該長期借入金の時
価に含めて記載している。（上記「⑤長期借入金」参照）

　（注）２�　非上場株式及び出資証券等（連結貸借対照表計上額３６，８６３百万円）は，市場価格がなく，
かつ，将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれる。し
たがって，時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため，「①長期投
資（その他有価証券）」には含まれていない。

５　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額����� ����１，５４２円２０銭　
　⑵　１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益������������������������ ����������������６４円３４銭　

６　その他の注記
　⑴�　連結計算書類の用語，様式及び作成方法については，｢会社計算規則｣（平成１８年法務省令
第１３号）に準拠し，「電気事業会計規則」（昭和４０年通商産業省令第５７号）に準じて作成して
いる。

　⑵　特別損失
　　�　減損損失１，１３８百万円は，主として富山新港火力発電所１号機に起因するものである。同
機は，２０２０年１０月からの休止計画を決定しており，現時点で明確な再稼働時期が見込めず，
投資の回収が困難であることから，帳簿価額を回収可能価額まで減額している。

　⑶　共通支配下の取引等
　　①　取引の概要
　　　�　当社は，２０２０年４月１日付で，当社の一般送配電事業を会社分割の方法により，北陸電

力送配電株式会社へ継承させた。
　　②　実施した会計処理の概要
　　　�　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号　平成３１年１月１６日）等に基づき，

共通支配下の取引として処理している。
　　　�　なお，分割，承継された資産，負債の金額は以下のとおりである。

　　　　北陸電力送配電株式会社へ分割する資産，負債の項目及び金額（２０２０年４月１日現在）

資産 負債
項目 金額 項目 金額
固定資産 ４３４，７６３百万円 固定負債 ４，６８７百万円
流動資産 １３，７６８百万円 流動負債 ６，７１０百万円
合計 ４４８，５３２百万円 合計 １１，３９７百万円
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貸　借　対　照　表

（２０２０年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，２９５，３１６ 固 定 負 債 ９６８，６４６
電気事業固定資産 ８７１，７９６ 社 債 ４４５，０００
水 力 発 電 設 備 ９６，９７７ 長 期 借 入 金 ４１４，１５６
汽 力 発 電 設 備 ２０６，６３２ リ ー ス 債 務 １
原 子 力 発 電 設 備 １２８，３０８ 関 係 会 社 長 期 債 務 １１１
内 燃 力 発 電 設 備 １２３ 退 職 給 付 引 当 金 １８，４７６
新エネルギー等発電設備 ２，１５２ 資 産 除 去 債 務 ８２，６６１
送 電 設 備 １５９，６８６ 雑 固 定 負 債 ８，２３７
変 電 設 備 ８８，０２０ 流 動 負 債 ２５３，１１５
配 電 設 備 １５８，７２３ １年以内に期限到来の固定負債 １０２，５７９
業 務 設 備 ３１，０７４ 短 期 借 入 金 １１，０００
貸 付 設 備 ９７ 買 掛 金 ２３，６３１

附帯事業固定資産 ２，１６８ 未 払 金 ９，３６９
事 業 外 固 定 資 産 ９，５２２ 未 払 費 用 ４８，８３７
固 定 資 産 仮 勘 定 １３９，８５４ 未 払 税 金 １５，０５０
建 設 仮 勘 定 １３３，６６８ 預 り 金 ３１１
除 却 仮 勘 定 ５８ 関 係 会 社 短 期 債 務 ２３，６２４
使用済燃料再処理関連加工仮勘定 ６，１２７ 諸 前 受 金 １５，９６７
核 燃 料 ８８，５７５ 雑 流 動 負 債 ２，７４２
装 荷 核 燃 料 ２６，２１９ 引 当 金 ２０，８２３
加 工 中 等 核 燃 料 ６２，３５６ 渇 水 準 備 引 当 金 ２０，８２３

投資その他の資産 １８３，３９８ 負 債 合 計 １，２４２，５８５
長 期 投 資 ９９，２２７
関 係 会 社 長 期 投 資 ３０，４３７ 株 主 資 本 ２８５，９２８
長 期 前 払 費 用 １，４９２ 資 本 金 １１７，６４１
前 払 年 金 費 用 １９，６９８ 資 本 剰 余 金 ３３，９９３
繰 延 税 金 資 産 ３２，５５３ 資 本 準 備 金 ３３，９９３
貸 倒 引 当 金（貸方） △ １０ 利 益 剰 余 金 １３７，６４４

流 動 資 産 ２３４，２１４ 利 益 準 備 金 ２８，３８６
現 金 及 び 預 金 １４０，４４９ そ の 他 利 益 剰 余 金 １０９，２５８
売 掛 金 ５１，４６４ 　海外投資等損失準備金 ２
諸 未 収 入 金 １，９９１ 　別 途 積 立 金 ７０，０００
貯 蔵 品 ２８，４９４ 　繰 越 利 益 剰 余 金 ３９，２５５
前 払 費 用 ３，１５９ 自 己 株 式 △ ３，３５１
関 係 会 社 短 期 債 権 ２，７８５ 評価・換算差額等 １，０１７
雑 流 動 資 産 ５，９８０ その他有価証券評価差額金 ２，９９１
貸 倒 引 当 金（貸方） △ １１１ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ １，９７４

純 資 産 合 計 ２８６，９４５

合　　　　　　　　�計 １，５２９，５３０ 合　　　　　　　　�計 １，５２９，５３０

（単位：百万円）
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損　益　計　算　書

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用　　　　 ５５３，６５４ 営 業 収 益 ５７３，８６８
�電気事業営業費用　　�　 ５５０，８２１ 電気事業営業収益 ５７０，９１１
水 力 発 電 費 ２０，０１７ 電 灯 料 １７２，７４４
汽 力 発 電 費 １６６，７２２ 電 力 料 ２８０，６６８
原 子 力 発 電 費 ３８，８３６ 地 帯 間 販 売 電 力 料 ３，４５９
内 燃 力 発 電 費 ７３ 他 社 販 売 電 力 料 ５１，５７３
新エネルギー等発電費 １７１ 託 送 収 益 １５，２０５
地 帯 間 購 入 電 力 料 ２，８６３ 事 業 者 間 精 算 収 益 ８０３
他 社 購 入 電 力 料 １０１，３６８ 再 エ ネ 特 措 法 交 付 金 ４１，９４７
送 電 費 ２４，８９０ 電 気 事 業 雑 収 益 ４，４９６
変 電 費 １３，７２８ 貸 付 設 備 収 益 １３
配 電 費 ４２，６０５
販 売 費 ２１，３９６
貸 付 設 備 費 ７
一 般 管 理 費 ３３，９２０
接 続 供 給 託 送 料 ４，２４３
再 エ ネ 特 措 法 納 付 金 ６３，４８９
使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 ７８０
電 源 開 発 促 進 税 １０，３０６
事 業 税 ５，４１０
電 力 費 振 替 勘 定（貸方） △ １０
附帯事業営業費用 ２，８３２ 附帯事業営業収益 ２，９５７
ガス供給事業営業費用 ２，８２７ ガス供給事業営業収益 ２，９４９
その他附帯事業営業費用 ５ その他附帯事業営業収益 ８
営 業 利 益 （２０，２１４）
営　業　外　費　用 ８，１７１ 営 業 外 収 益 ３，６６３
財 務 費 用 ７，９１９ 財 務 収 益 ２，５３２
支 払 利 息 ７，６５４ 受 取 配 当 金 ２，４６１
社 債 発 行 費 ２６５ 受 取 利 息 ７０
事 業 外 費 用 ２５１ 事 業 外 収 益 １，１３０
固 定 資 産 売 却 損 １ 固 定 資 産 売 却 益 １１７
雑 損 失 ２５０ 雑 収 益 １，０１３
当期経常費用合計 ５６１，８２５ 当期経常収益合計 ５７７，５３２
当 期 経 常 利 益 １５，７０７
渇水準備金引当又は取崩し △ １
渇水準備引当金取崩し（貸方） △ １

特 別 損 失 １，１３８
減 損 損 失 １，１３８
税引前当期純利益 １４，５７０
法 人 税 等 ４，２７５
法 人 税 等 ２，０９４
法 人 税 等 調 整 額 ２，１８０
当 期 純 利 益 １０，２９４

（単位：百万円）
２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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株主資本等変動計算書

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
株主資本

資本金

資　本
剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金
利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

海外投資等
損失準備金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ ５ ７０，０００ ２８，９５８ １２７，３５０ △３，３４７ ２７５，６３７

当事業年度変動額 � � �

　海外投資等損失準備金
　の取崩 　 　 　 △ ２ 　 ２ − 　 −

　当期純利益 　 　 �　 　 　 １０，２９４ １０，２９４ 　 １０，２９４

　自己株式の取得 　 　 � 　 　 　 　 △ ５ △ ５

　自己株式の処分 　 　 　 　 △ ０ △ ０ １ ０

　株主資本以外の項目の
　当該事業年度変動額
　（純額）

当事業年度変動額合計 − − − △ ２ − １０，２９６ １０，２９４ △ ３ １０，２９０

当事業年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ ２ ７０，０００ ３９，２５５ １３７，６４４ △３，３５１ ２８５，９２８

評価・換算差額等
純資産
合　計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損　 益

評価・換算
差 額 等
合　 計

当事業年度期首残高 ４，５５１ ５３ ４，６０５ ２８０，２４３

当事業年度変動額

　海外投資等損失準備金
　の取崩 　 　 　 −

　当期純利益 　 　 　 １０，２９４

　自己株式の取得 　 　 　 △ ５

　自己株式の処分 　 　 　 ０

　株主資本以外の項目の
　当該事業年度変動額
　（純額）

△ １，５５９ △２，０２８ △３，５８８ △３，５８８

当事業年度変動額合計 △ １，５５９ △２，０２８ △３，５８８ ６，７０２

当事業年度末残高 ２，９９１ △ １，９７４ １，０１７ ２８６，９４５

（単位：百万円）

２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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個　別　注　記　表

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記
　⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券
　　　（イ）　子会社株式及び関連会社株式
　　　　　移動平均法による原価法
　　　（ロ）　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの
　　　　　　�当期末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し，売

却原価は移動平均法により算定）
　　　　　時価のないもの
　　　　　　移動平均法による原価法
　　②　デリバティブ
　　　　時価法
　　③　たな卸資産
　　　　石炭，燃料油，ガス，バイオマス燃料及び一般貯蔵品
　　　　　�総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）
　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産
の費用計上方法は，その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項に記載してい
る。

　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　�　従来，当社は，有形固定資産の減価償却方法について，定率法を採用していたが，当期よ
り定額法に変更している。

　　�　人口減少，省エネ技術の進展等の構造的な要因により，北陸エリアの電力需要は安定的に
推移する見通しである。また，電力システム改革により，発電，小売事業においては，自由
化の進展による競争環境下の中，より安定的かつ経済的な事業運営が求められる。送配電事
業においては，２０２０年度の法的分離による分社化を控え，中立性を確保し，効率的な事業運
営及び安定供給に資する経営が期待されている。

　　�　このような，事業環境の変化に対応するため，当期，２０３０年度に向けた長期ビジョン及び
第一次中期経営計画を新たに策定し事業別の戦略を明確化することを契機に，固定資産の使
用実態を踏まえ，減価償却方法について再検討を行った。発電事業においては，２０１８年度の
富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機の運転開始により，今後は，発電設備全般の維持・管理の
投資が中心となることが見込まれる。加えて，これまでは，電力需要の伸長を背景とした設
備形成の下で各電源の稼働状況が変化してきたが，今後は，電力需要の見通しや競争環境の

２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日まで
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激化，ＬＮＧ火力運転開始による電源の多様化などを踏まえ，保有電源を最大限活用した安
定的かつ経済的な運用が見込まれる。また，送配電事業においては，安定供給に万全を期す
とともに，設備の効率的な維持運用に取り組むこととしており，安定的な使用が見込まれる。

　　�　こうした状況を踏まえ，有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更することが，設備の
使用実態を適切に反映すると判断した。

　　�　これにより，従来の方法に比べて，当期の減価償却費が減少し，営業利益が１９，３２７百万円，
経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ１９，３３４百万円増加している。

　⑶　引当金の計上基準
　　　退職給付引当金
　　　�　従業員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。なお，当社の確定給付企業年金制度については，当期末における年
金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を加減した額を上回っているため，前
払年金費用として計上している。

　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法に

ついては，給付算定式基準によっている。
　　②　数理計算上の差異の費用処理方法
　　　�　数理計算上の差異は，各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（３年）による定率法により按分した額を，それぞれ発生の翌期から費用処理している。
　⑷　その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項
　　①　退職給付に係る会計処理
　　　�　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は，連結計算書類

における会計処理の方法と異なっている。
　　②　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費

用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１
号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平
成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を発電設
備の見込運転期間にわたり，定額法により原子力発電施設解体費として計上する方法に
よっている。

　　③　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「原子力発電におけ

る使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する
法律」（平成２８年法律第４０号。以下「改正法」という）に基づき使用済燃料再処理機構（以
下「機構」という）に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果た
され，機構が再処理等を実施することになる。なお，機構に対する拠出金には改正法第２
条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれている。

　　　�　使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は改正法第４条に基づき原子力発電所の運転
に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を使用済燃料再処理等拠出金費と
して計上することとしている。なお，２００５年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の
未計上残高については，２０１９年度まで毎期均等額を使用済燃料に係る拠出金として納付し，
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「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２８年経済産業省令第９４号）附則第４
条に基づき，使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。

　　　�　また，使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については，使用済燃料再処理関連加
工仮勘定に整理している。

　　④　消費税等の会計処理
　　　�　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。
　　⑤　連結納税制度の適用
　　　　連結納税制度を適用している。
　　　（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
　　　�　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー

プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行
われた項目については，「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計
の適用に関する取扱い」（実務対応報告第３９号２０２０年３月３１日）第３項の取扱いにより，「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２８号２０１８年２月１６日）第
４４項の定めを適用せず，�繰延税金資産及び繰延税金負債の額について，改正前の税法の規
定に基づいている。

２　貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）　　　　　� ４９５，０００百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４０，２５１百万円　
　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　����������������������������������������� �２，６０２，０６１百万円　
　⑶　保証債務等
　　　　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社������������������������������������������������������� ２７，８８０百万円　
　　　　　日本原子力発電株式会社������������������������������������������������� １７，４９２百万円　
　　　　　黒部川電力株式会社� ２，８２５百万円　
　　　　　　合　　計����������������������������������� ４８，１９７百万円　
　⑷　関係会社に対する金銭債権債務
　　　　長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　� ２，９５２百万円　
　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��２，７６８百万円　
　　　　長期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　� �１１１百万円　
　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　� ２３，９６０百万円　
　⑸　損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
　　　　ガス供給事業　　　専用固定資産������������������������ ��２，１６４百万円　
　　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額��������� �����１，５９２百万円　
　　　　　　　　　　　　　　合　　計������������������������������������� ３，７５７百万円　

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告



− 55 −

　⑹�　渇水準備引当金は，電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）附則第１６
条第３項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第１条の
規定による改正前の電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３６条に基づく引当金である。

３　損益計算書に関する注記
　⑴　関係会社との営業取引による取引高
　　　　費用　　　　　　　　　　　　　　� ４１，６４６百万円　
　　　　収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��３，７８４百万円　
　⑵　関係会社との営業取引以外の取引高������� ２，１９３百万円　
　⑶　特別損失
　　�　減損損失１，１３８百万円は，主として富山新港火力発電所１号機に起因するものである。同
機は，２０２０年１０月からの休止計画を決定しており，現時点で明確な再稼働時期が見込めず，
投資の回収が困難であることから，帳簿価額を回収可能価額まで減額している。

４　株主資本等変動計算書に関する注記
　　　当期末における自己株式の種類及び総数　����
　　　　普通株式����������������� １，５５７，８２１株　

５　税効果会計に関する注記
　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　　　繰延税金資産
　　　　　減価償却費損金算入限度超過額�　　　　　　　　　　　� 　　　　１５，３２４百万円　
　　　　　資産除去債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� １２，０５４百万円　
　　　　　渇水準備引当金　　　　　　　　　　　� ５，８２０百万円　
　　　　　退職給付引当金� ���５，１６６百万円　
　　　　　税務上の繰越欠損金　　　� 　　　　������２，２９７百万円　
　　　　　ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用　�　　　　　　　　� ２，０２９百万円　
　　　　　法人税法上の繰延資産損金算入限度超過額　　�　　　　　　　� １，２９５百万円　
　　　　　その他　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� １４，９７４百万円　
　　　　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ５８，９６１百万円　
　　　　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額��　　　　　　　　　� −百万円　
　　　　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額�　　　　　　� △ ９，８５１百万円　
　　　　　評価性引当額小計　　　　　　　　　　　　　�　　� △ ９，８５１百万円　
　　　　　繰延税金資産合計�　　　　　　　　　　　　�　　　　� ４９，１１０百万円　
　　　　繰延税金負債
　　　　　資産除去債務相当資産　　　　　　　　　　� △ ９，８３８百万円　
　　　　　前払年金費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ���△ ５，５０７百万円　
　　　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　　���� �△ １，２０９百万円　
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　������� △ １百万円　
　　　　　繰延税金負債合計�　　　　　　　　　�　　　����� △１６，５５６百万円　
　　　　　繰延税金資産の純額��　　　　　　　　　　　　　　���� ３２，５５３百万円　
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６　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額������������������������������������������������������������ １，３７４円４２銭　
　⑵　１株当たり当期純利益�������������������������������������������������������������� ４９円３１銭　

７　その他の注記
　⑴�　｢電気事業会計規則の一部を改正する省令」（平成３１年経済産業省令第３４号）により，電気
事業会計規則が改正されたため，当期の計算書類は，改正後の電気事業会計規則に基づいて
作成している。

　⑵　共通支配下の取引等
　　①　取引の概要
　　　�　当社は，２０２０年４月１日付で，当社の一般送配電事業を会社分割の方法により，北陸電

力送配電株式会社へ承継させた。
　　②　実施した会計処理の概要
　　　�　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号　平成３１年１月１６日）等に基づき，

共通支配下の取引として処理している。
　　　　なお，分割，承継された資産，負債の金額は以下のとおりである。

　　　　北陸電力送配電株式会社へ分割する資産，負債の項目及び金額（２０２０年４月１日現在）

資産 負債
項目 金額 項目 金額
固定資産 ４３４，７６３百万円 固定負債 ４，６８７百万円
流動資産 １３，７６８百万円 流動負債 ６，７１０百万円
合計 ４４８，５３２百万円 合計 １１，３９７百万円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書�謄本

独立監査人の監査報告書
２０２０年５月１３日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　代表取締役会長　久　和　　　進　殿

EY新日本有限責任監査法人
富 　 山 　 事 　 務 　 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　池　田　裕　之　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　春　日　淳　志　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　安　田　康　宏　㊞　

監査意見
　当監査法人は，会社法第４４４条第４項の規定に基づき，北陸電力株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類，すなわち，連結貸
借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
　当監査法人は，上記の連結計算書類が，我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して，北陸電力株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を，全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は，我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は，「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は，我が国における職業倫理に関する規
定に従って，会社及び連結子会社から独立しており，また，監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

強調事項
　「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑶会計方針に
関する事項　②重要な減価償却資産の減価償却の方法　（会計上の見積りの変更と区別
することが困難な会計方針の変更）」に記載されているとおり，会社及び電気事業を営
む連結子会社は，当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法を変更した。
　当該事項は，当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには，不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり，経営者は，継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し，我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
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　監査役及び監査役会の責任は，財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は，監査人が実施した監査に基づいて，全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て，監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は，不正又は誤謬により発生する可能性があり，個別に又は集計すると，連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に，重要性があると判
断される。
　監査人は，我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って，監査の
過程を通じて，職業的専門家としての判断を行い，職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
�・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し，評価する。また，重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し，実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
�・�　連結計算書類の監査の目的は，内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが，監査人は，リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監査手続を
立案するために，監査に関連する内部統制を検討する。
�・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性，並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
�・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か，また，入手した監査証拠に基づき，継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は，監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること，又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は，連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は，監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが，将来の事象や状況により，企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
�・�　連結計算書類の表示及び注記事項が，我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに，関連する注記事項を含めた連結計
算書類の表示，構成及び内容，並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
�・�　連結計算書類に対する意見を表明するために，会社及び連結子会社の財務情報に関
する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は，連結計算書類の監査に関する指
示，監督及び実施に関して責任がある。監査人は，単独で監査意見に対して責任を負
う。
　監査人は，監査役及び監査役会に対して，計画した監査の範囲とその実施時期，監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項，及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は，監査役及び監査役会に対して，独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと，並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項，及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上　
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会計監査人の監査報告書�謄本

独立監査人の監査報告書
２０２０年５月１３日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　代表取締役会長　久　和　　　進　殿

EY新日本有限責任監査法人
富 　 山 　 事 　 務 　 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　池　田　裕　之　㊞　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　春　日　淳　志　㊞　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　安　田　康　宏　㊞　

監査意見
　当監査法人は，会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき，北陸電力株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第９６期事業年度の計算書類，すなわち，貸借対照表，損益
計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。
　当監査法人は，上記の計算書類等が，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して，当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を，全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は，我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は，「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は，我が国における職業倫理に関する規定に従って，会社から独立
しており，また，監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は，意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　１�．「重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑵固定資産の減価償却の方法　（会計上の見
積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」に記載されているとおり，会社は，
当期より有形固定資産の減価償却方法を変更した。

　２�．「その他の注記　⑵共通支配下の取引等」に記載されているとおり，会社は，２０２０年
４月１日付で，会社の一般送配電事業を会社分割の方法により，北陸電力送配電株式会社
へ承継させた。

　当該事項は，当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには，不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり，経営者は，継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
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ことが適切であるかどうかを評価し，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査役及び監査役会の責任は，財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は，監査人が実施した監査に基づいて，全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て，監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は，不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり，個別に又は集計すると，計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に，重要性があると判断される。
　監査人は，我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って，監査の過程を
通じて，職業的専門家としての判断を行い，職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
�・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し，評価する。また，重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し，実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

�・�　計算書類等の監査の目的は，内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が，監査人は，リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監査手続を立案するために，
監査に関連する内部統制を検討する。

�・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性，並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

�・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか，また，
入手した監査証拠に基づき，継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は，監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと，又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は，計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は，監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが，将来の事象や状況により，企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

�・�　計算書類等の表示及び注記事項が，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに，関連する注記事項を含めた計算書類等の表示，構
成及び内容，並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

　監査人は，監査役及び監査役会に対して，計画した監査の範囲とその実施時期，監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項，及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は，監査役及び監査役会に対して，独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと，並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項，及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上　
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監査役会の監査報告書�謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は，２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第９６期事業年度の取締役の職務の執
行に関して，各監査役が作成した監査報告書に基づき，審議のうえ，本監査報告書を作成し，以
下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　⑴�　監査役会は，監査の方針，職務の分担等を定め，各監査役から監査の実施状況および結果
について報告を受けるほか，取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け，必要に応じて説明を求めました。

　⑵�　各監査役は，監査役会が定めた監査の方針，職務の分担等に従い，取締役，内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り，情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに，
以下の方法で監査を実施しました。

　　①�　取締役会その他重要な会議に出席し，取締役および使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け，必要に応じて説明を求め，重要な決裁書類等を閲覧し，本店，支店，
支社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また，子会
社については，子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り，必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②�　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項および第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について，取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的
に報告を受け，必要に応じて説明を求めました。

　　③�　会計監査人が独立の立場を保持し，かつ，適正な監査を実施しているかを監視および検
証するとともに，会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け，必要に応じて
説明を求めました。また，会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け，必要に応じて
説明を求めました。

　�　以上の方法に基づき，当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書，計算書類（貸借
対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならび
に連結計算書類（連結貸借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書および連結注
記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
　⑴�　事業報告等の監査結果
　　①�　事業報告およびその附属明細書は，法令および定款に従い，会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
　　②�　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
　　③�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また，当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても，指摘
すべき事項は認められません。

　⑵�　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　　�会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　�会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　なお，志賀原子力発電所の安全対策の実施状況等を確認しておりますが，今後ともその取組状
況を注視してまいります。

　　２０２０年５月１５日
北陸電力株式会社　監査役会　　
　常　勤　監　査　役　高　松　　　正　㊞　
　常　勤　監　査　役　水　上　靖　仁　㊞　
　監査役（社外監査役）　細　川　俊　彦　㊞　
　監査役（社外監査役）　秋　庭　悦　子　㊞
　監査役（社外監査役）　伊　東　忠　昭　㊞

以　上　
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〈新型コロナウイルス感染症への対応について〉
・�感染リスクを避けるため，本株主総会につきましては，極力，書面またはイ
ンターネットにより事前の議決権行使をいただき，株主さまの健康状態にか
かわらず，株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。

※�株主総会にご出席の株主さまへのお土産の配布はございません。何卒ご理解を賜りますよう
お願い申しあげます。

株主総会会場ご案内

会　場　　富山市牛島町１５番１号

　　　　　北電ビル　２階大ホール

○会場には駐車場がございませんので，公共交通機関等をご利用願います。
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